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令和７年第１回定例会 

 

 
歌　志　内　市　議　会　会　議　録 

 

 
第１日目（令和７年３月１１日） 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

　（午前　９時５８分　開会） 

 

開 会 ・ 開 議 宣 告 

 

○議長（本田加津子君）　おはようございます。 

 　ただいまから、令和７年歌志内市議会第１回定例会を開会いたします。

　ただいま出席している議員は８名であります。定足数を満たしておりますので、本日の会議

 を開きます。

 

会議録署名議員の指名 

 

○議長（本田加津子君）　日程第１　会議録署名議員の指名を行います。 

　会議録署名議員は、議長において、１番能登直樹さん、５番川野敏夫さんを指名いたしま

 す。

 

会 期 の 決 定 

 

○議長（本田加津子君）　日程第２　会期の決定を議題といたします。 

 　お諮りいたします。

 　今定例会の会期は、本日から３月２１日までの１１日間としたいと思います。

 　これに御異議ありませんか。

 　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　御異議なしと認めます。 

 　会期は、本日から３月２１日までの１１日間と決定いたしました。

 

諸 般 報 告 

 

○議長（本田加津子君）　日程第３　諸般報告であります。 

 　事務局長から報告いたします。

　三浦議会事務局長。 

○議会事務局長（三浦悟君）　報告いたします。 

　この定例会に付議されます議案は、市長より送付を受けた議案１８件、委員会提出議案１

 件、定期監査等結果報告１件であります。

　次に、議長の報告でございますが、令和７年１月臨時会以降、昨日までの議会動向につきま
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 しては、本日、別紙配付しております諸般報告のとおりでありますので、御了承願います。

　また、本会議に説明のため出席する者、本会議の事務に従事する者等につきましては、別記

 記載のとおりであります。

 　本日の議事日程については、別紙配付してあります議事日程表のとおりであります。

 　次に、議員の出欠席の状況でありますが、本日は全員の出席であります。

 　以上で、報告を終わります。

○議長（本田加津子君）　特段の発言はありますか。 

 　〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　ないようでありますので、諸般報告を終わります。 

 

報 告 第 １ 号 

 

○議長（本田加津子君）　日程第４　報告第１号定期監査等結果報告についてを議題といたし

 ます。

　この件については、提案説明を省略し、質疑に入りたいと思いますが、これに御異議ありま

 せんか。

 　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　御異議なしと認めます。 

 　これより質疑に入ります。

 　質疑ありませんか。

 　〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 　これで、報告第１号は報告済みといたします。

 

市政執行方針・教育行政執行方針演説 

 

○議長（本田加津子君）　日程第５　市政執行方針演説を行います。 

 　柴田市長。

○市長（柴田一孔君）　－登壇－ 

 　改めまして、おはようございます。

 　令和７年度市政執行方針。

　令和７年第１回定例市議会の開会に当たり、新年度の市政執行に臨む私の所信と施策の大綱

について申し上げ、市議会議員並びに市民の皆様に御理解と御協力をお願いするものでありま

す。 

　はじめに。 

　私は昨年、市民の皆様から温かい御支援を賜り、引き続き市政を担わせていただくことにな

り、その職責の重さを再認識し、市長に就任以来掲げております「市民が主役のまちづくり」

を信条に、「住みたいまち、次世代に誇れるまちの実現」に向け、市民の皆様と力を合わせ、

確かな未来に向けて鋭意努力を続けるとともに、皆様の御期待に応えるため、いかなる困難に

 も常に全力を傾注しながら、市長としての職責を全うしてまいる所存であります。

　我が国の経済は、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻の長期化や、中東地域における不安

定な情勢が続き、国際的な原材料価格の高騰や円安の影響等によるエネルギー・食料価格の高
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 騰、さらにはアメリカの政策転換など、先行きが不安定で不確実性を増しております。

　こうした中、本市においては、地域経済の安定並びに物価高騰対策として、市民や商工業

者、福祉・医療施設等への支援など必要な事業を国の臨時交付金を活用しながら実施し、市民

 生活や地域経済への影響を最小限にとどめるよう取り組んでまいりました。

　本年度におきましては、深刻化する人口減少や少子高齢化をはじめ、多くの課題に対応する

ため、令和８年度からスタートする第７次基本構想を含む「歌志内市総合計画」と、人口減少

対策を基軸とした「第３期歌志内市デジタル田園都市国家構想総合戦略」を策定し、未来を見

 据えた歌志内の礎を築いてまいります。

　一方、本市の財政構造は、自主財源である市税が、生産年齢人口の減少に伴う経済・産業活

動の縮小の影響により歳入に占める割合は僅かであり、依存財源である地方交付税が大宗を占

 め、政策的な経費に充てる財源に余裕がない硬直化した状況が依然として続いております。

　そのような中、市民サービスの維持並びに社会ニーズの多様性によるこれまで以上のサービ

ス拡充や新たな政策課題解決のための取組が求められており、限られた財源の中、計画的で効

率的な財政運営を図るとともに、歌志内の将来をしっかり見据えながら、各種施策事業の着実

 な推進に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。

 　次に、令和７年度に取り組む主要施策の大綱について申し上げます。

 　第１は、「市民と協働でつくるまち」であります。

　多様化する地域課題に対応していくためには、対話の場を設け、市民の皆様の思いに寄り添

 いながら、行政に対する要望を的確に把握した上で施策事業を進める必要があります。

　市民の皆様が住み慣れた地域で将来とも安心して暮らしていくためには、自らがまちづくり

や地域課題に関心を持ち、主体的に取り組むことが不可欠なことから、地域団体などが取り組

む諸活動に対して、必要な支援を継続し、市民と行政が「共通する目的の達成に向け、ともに

 考え、ともに行動する」協働のまちづくりを推進してまいります。

　広報広聴活動につきましては、「広報うたしない」を見やすく親しみやすい紙面にするた

め、広報モニターからの御意見などを反映しながら、「伝える・伝わる」ための紙面の工夫と

 内容の充実に努めてまいります。

　そのほか、市民に必要な情報を分かりやすく提供する手段として、公式ホームページをはじ

め、フェイスブックやＹｏｕＴｕｂｅを活用しながら、市の魅力やタイムリーな情報の発信に

 努めてまいります。

　また、多くの市民と直接の対話を進めるため、「町内会連合会との情報交換会」や「歌志内

学園児童・生徒と市長が語る会」、「ふれあい市長室」などを開催するとともに、「まちづく

り懇談会」につきましても必要に応じて開催するなど、行政情報の提供を行い、市民ニーズの

 把握に努めてまいります。

　さらに、まちの将来、あるべき姿などを自由に語り合う場である「歌志内／夢・まち未来会

議」から新たな発想の下、頂く貴重な御意見を、地域課題の解決及びまちづくりの方向性を定

 めるための参考にしてまいります。

　非核平和活動につきましては、地区連合が実施している原水爆禁止世界大会への参加費用を

負担するほか、希望する市民も参加できるよう助成を継続し、恒久平和に対する意識の高揚を

 図ってまいります。

　また、多様化・複雑化する行政課題に対応するため、職員研修計画に基づいた職場研修への

参加を促進し、職責に応じたスキルアップを図るとともに、自己啓発による資質の向上を目的

とした先進地視察などの自主研修、さらには行政実務能力、政策形成能力の習得を目的とした
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 市町村アカデミーなどでの、高度で専門的な職場外研修への派遣を継続してまいります。

　次に、本市の財政運営につきましては、人口減少が続く中、依然厳しい状況は変わりなく、

限られた財源を効率的、効果的に活用し、持続可能な財政構造を目指し、健全な財政運営に努

 めてまいります。

　また、建設から６０年近くが経過する現在の庁舎については、耐力度調査の結果を基に、施

設の安全確保を図りながら、立地や規模等を含めた新たな庁舎の在り方についての検討を進め

 ることといたします。

　広域行政の推進につきましては、中空知広域市町村圏組合の構成市町において、圏域内の課

題解決に向け、相互補完と創意工夫を図るとともに、中空知定住自立圏形成協定に基づく各種

 取組を推進してまいります。

　また、空知全体の活性化や魅力発信などの広域的事業を推進するため、北海道空知地域創生

協議会に引き続き参加することで、移住定住対策の取組を含め、持続可能な地域の実現と活性

 化に努めてまいります。

　情報化に関する取組につきましては、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律や国

の自治体ＤＸ推進計画に基づいて、情報システムの標準化により、将来的な費用負担の軽減や

行政運営の効率化を図るとともに、戸籍窓口における住民票をはじめとする各種証明書の電子

申請による電子決済を導入するなど、住民サービスを向上させるためのデジタル技術の活用に

 ついて取り組んでまいります。

 　第２は、「活力と魅力あふれるまち」であります。

　本市を取り巻く経済環境は、千歳市への半導体製造拠点の立地により、周辺地域はもとより

全道的な産業経済の活性化、その波及効果とＧＸ・ＤＸ関連産業の集積が道内に広がっていく

 ことが期待されております。

　しかし、本市の地域経済は、人口減少による消費活動の縮小化から、商工業者を取り巻く環

境は依然として厳しいことから、消費経済の喚起を目的に商工会議所が実施する「プレミアム

付商品券発行事業」への支援を継続するとともに、「うたしない企業の笑顔応援補助金」や、

起業を目指す方への「創業支援事業補助金」による事業者支援を実施しつつ、制度内容の検討

 を進めるなど、実効性のある地域経済の活性化に取り組んでまいります。

　企業誘致活動につきましては、「歌志内市産業振興アドバイザー」の専門的な知識及び経験

に基づく助言や情報提供を得ながら、対象企業の発掘など、誘致実現に向け取り組んでまいり

 ます。

　また、オープンから２年を迎える「スーパーマーケット」は、市内商業の中核としての位置

づけはもとより、地域のにぎわいの醸成につながるよう、併設する地域交流施設の効果的な活

 用に努めてまいります。

　鉱業の振興につきましては、北海道電力株式会社奈井江発電所及び砂川発電所の令和９年３

月末での廃止が決定され、空知炭礦グループによる露頭炭採掘の終了が見込まれていることか

ら、石炭エネルギーに代わる再生可能エネルギーへの取組を進めるため、関係企業とともに風

 力や太陽光発電の可能性について、調査・研究に取り組んでまいります。

　次に、農業の振興につきましては、民間法人へ譲渡し４年目を迎えたワイン用ブドウ栽培事

業は、本年度、自家ワイン醸造所の建設が予定されており、６次産業化として第一歩が踏み出

され、昨年認定された「日本一小さな市のワイナリー創生・歌志内ワイン特区」により、新規

参入など地域産業の活性化が期待され、事業者はもとより関係機関と連携し、必要な支援を

 行ってまいります。
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　また、市内農業者を対象に、農業等振興補助金を交付することで安定的な経営に資するよ

 う、引き続き支援を行ってまいります。

　なお、有害鳥獣対策につきましては、春・秋のエゾシカ一斉駆除をはじめ、近年、市街地ま

で出没しているヒグマ対策として、猟友会や警察との連携、さらに北海道や近隣市町との情報

 共用を図るなど、広域的な対策を含め取り組んでまいります。

　次に、観光振興につきましては、昨年入会した「炭鉄港推進協議会」との連携により、「旧

上歌会館（悲別ロマン座）」を日本遺産の構成文化財として登録を目指すともに、「歌志内市

観光振興計画」に基づき、本市における主要な観光資源を生かした環境づくりに取り組んでま

 いります。

　また、地域おこし協力隊員の採用を引き続き行い、イベントの企画立案をはじめ、観光情報

等の発信に努めるとともに、本年度より指定管理者の管理・運営となり、リニューアルオープ

ンする道の駅附帯施設は、指定管理者と情報共有しながら、本市の観光情報発信の中心的施設

 となるよう取り組んでまいります。

　株式会社歌志内振興公社が経営するチロルの湯につきましては、近隣を含めた人口減少によ

る利用者の減少や、著しく老朽化が進む施設・設備への対応など、厳しい経営が続いておりま

すが、地域おこし協力隊員の派遣を含め、市民の福祉の増進を担う健康増進施設として必要な

支援を継続的に行うとともに、同社と連携の下、スポーツ合宿などの誘致を引き続き進めてま

 いります。

　労働行政につきましては、各分野において人手不足や人材不足、従業員等の高齢化が進んで

いる現状から、商工会議所の取組への支援はもとより、ハローワークなど関係機関との情報共

有や、広報紙などを利用した事業所への各種制度の情報提供を進めるとともに、合同企業説明

会への参加を促進するなど、商工会議所をはじめ、関係団体と連携し人材の確保及び雇用の確

 保に努めてまいります。

　次に、定住化対策につきましては、充実した子育て支援制度や教育環境について、総合的な

ＰＲを継続するとともに、移住応援助成金制度や子育て中の女性を対象とする、就労のために

必要な資格や免許の取得助成制度など、子育て世代を中心とした定住化の推進に努めてまいり

 ます。

　なお、交流人口を増やす取組といたしましては、かもい岳スキー場や雲海の里かもい岳、チ

ロルの湯などを経営している民間企業との連携強化、さらには「市民祭り」や、本年度４０回

目の開催を迎える冬の風物詩である「なまはげ祭り」が行う周年事業への支援強化など、自発

的・積極的に活動されている諸団体への支援を継続し、新たな地域資源の発掘を含め本市なら

 ではの魅力ある地域づくりを進めてまいります。

 　第３は、「健康で心ふれあうまち」であります。

　地域福祉の推進につきましては、多様化する福祉課題を柔軟に取り組むため、社会福祉協議

会が地域福祉活動の拠点として効果的な活動ができるよう連携と支援を図り、「歌志内市地域

福祉計画」に基づいた、誰もが住みたいと思える福祉のまちづくりの実現を目指してまいりま

 す。

　高齢者福祉の推進につきましては、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、新た

なＩＣＴを活用したまちづくり支援プラットフォームを導入し、高齢者の見守り、地域情報の

 発信、地域コミュニケーションの創出等を図り、地域課題に取り組んでまいります。

　また、ひきこもり防止や社会参加ができるよう「高齢者市内おでかけバス・タクシー券交付

 事業」を外出支援として、引き続き実施してまいります。
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　歌志内市デイ・サービスセンターにつきましては、高齢者の在宅生活を支援する重要な役割

を担っており、利用者の皆様が安全で快適なサービスが受けられるよう、引き続き環境整備を

 行ってまいります。

　児童福祉の推進につきましては、認定こども園を利用する全ての子どもたちに充実した保育

の場の確保と質の高い幼児教育を維持するため、関係機関や教育委員会と連携し、体験や学

 習、交流などの機会を引き続き提供してまいります。

　障害者福祉の推進につきましては、障害者の自立と社会参加を促進し、「歌志内市障がい者

計画」及び「歌志内市障がい福祉計画」に基づいた、住み慣れた地域で引き続き安心して暮ら

 せるよう、広域連携による支援策の継続も含め、各種サービスの提供を推進してまいります。

　保健行政の推進につきましては、「歌志内市健康増進計画」に基づき、生活習慣病の発症予

防と重症化予防の推進などにより、全ての市民が健康で幸せな人生を長く続けられるよう、

 「健幸寿命の延伸」を目指してまいります。

　また、高齢者の在宅での熱中症による健康被害を防ぐために、新たにエアコン購入及び設置

 費用に対する費用の一部助成を実施してまいります。

　なお、国民健康保険事業の一環として、被保険者の健康の保持増進のため、「データヘルス

計画・特定健康診査等実施計画」に基づく特定健康診査の受診率向上や、特定保健指導及び重

 症化予防事業を実施してまいります。

　母子保健事業につきましては、子育て用品レンタル費用補助事業の対象品目を一部見直すと

ともに、乳幼児期に必要となる子育て用品の購入費補助事業を実施し、子育て支援の充実を

 図ってまいります。

　感染症対策事業につきましては、インフルエンザワクチン及び新型コロナワクチンなどの接

 種費用の助成を引き続き実施してまいります。

　また、帯状疱疹ワクチンの定期接種化に伴い、接種費用の一部助成を拡充し、重症化の予防

 と経済的負担の軽減を図ってまいります。

　次に、病院事業につきましては、中空知医療圏の将来のあるべき医療提供体制などをまとめ

た医療構想推進区域「中空知対応方針」を踏まえて、当院が担うべき役割を果たすとともに、

 「歌志内市立病院経営強化プラン」に基づき経営の健全化に努めてまいります。

　なお、４月から再開予定のリハビリテーションは、これまで受入れが困難であった患者の確

 保にもつながることから、収益面でも大きな期待を寄せているところでございます。

　医師体制につきましては、市内唯一の病院として市民の初期医療を担うため、固定医師２名

体制を維持するとともに、北海道大学病院や北海道地域医療振興財団からの支援を受け、安定

 的な医療の提供に努めてまいります。

　また、電子内視鏡装置や免疫分析装置などの更新を行いながら、計画的な医療機器等の充実

 を図ってまいります。

　次に、国民健康保険事業につきましては、北海道が実施主体となり、安定的な財政運営や効

 率的な事業の確保に取り組んでおります。

　なお、北海道の国民健康保険行政の安定化を行うことを目標に、令和１２年度の保険税統一

 に向け、歌志内市国民健康保険審議会を開催するなど調整を図ってまいります。

　後期高齢者医療事業につきましては、被保険者が安心して医療が受けられるよう、運営主体

である北海道後期高齢者医療広域連合の計画に基づき、制度の円滑な運営に努めてまいりま

 す。

　また、子どもの医療費助成につきましては、子育て世帯の経済的負担を軽減し、次代を担う
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子どもたちの保健の向上と健やかな育成を図るため、１８歳までの医療費無料化を継続してま

 いります。

 　第４は、「安心して快適に暮らせるまち」であります。

　市民の安全で安心な暮らしを支えるため、北海道とともに道路や河川、治山施設などの日常

的なパトロールを実施し、安全確保に努めるとともに、必要に応じて北海道に対し維持管理な

 どの要望を行ってまいります。

　道路事業につきましては、舗装の維持補修等を行うなど、安全な通行を確保をするととも

に、市内各所にある案内表示板の取付更新等を行うことで、利用者の利便性向上を図ってまい

 ります。

　また、市民の安全・安心の確保をはじめ、消費電力の節減に向け、防犯灯のＬＥＤ化を引き

 続き推進してまいります。

　橋梁整備につきましては、「歌志内市橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、橋梁の延命化に向

 け、計画的な修繕事業を行うことで、安全性の確保に努めてまいります。

　河川事業につきましては、近年の局地的豪雨被害対策及び普通河川の維持のため、河川の

 しゅんせつや護岸改修など、引き続き浸水対策の強化に努めてまいります。

　また、北海道が進めるペンケ歌志内川河川改修に伴い、市道文珠線における紫名橋、平和橋

の架け替え工事が複数年にわたり実施予定のため、附帯する各種補償業務など、北海道と協

 議・連携を進めてまいります。

　都市計画事業につきましては、「歌志内市立地適正化計画」に基づき、居住機能や医療・福

祉・商業・公共交通などの様々な都市機能の誘導を図ることで、コンパクト化を促進し、機能

 的で利便性が高い快適なまちづくりを進めてまいります。

　市営住宅の整備につきましては、既存住宅の長期的活用や住環境の改善を図るため、東光シ

ルバーハウジング１棟２０戸の屋上防水・外壁塗装、文珠高台団地公営住宅１棟１３戸の灯油

メーター器更新のほか、神威神楽岡団地公営住宅シルバーハウジングのエレベーター改修及び

 東光三区地区改良住宅１棟２０戸の共用灯のＬＥＤ化を進めてまいります。

　また、市営住宅の集約化につきましては、「歌志内市住生活基本計画」及び「歌志内市公営

 住宅等長寿命化計画」に基づき、市営住宅を中心としたコンパクト化を進めてまいります。

　空家等対策事業につきましては、管理不全等空家と思われる建物の権利確認調査を実施する

 など、空家等台帳の整理を進めてまいります。

　上水道事業につきましては、中空知広域水道企業団の管理の下、安全で安定的な水道水の供

 給が確保されるよう努めてまいります。

　下水道事業につきましては、より快適性の向上を図るため、未整備住宅への水洗化促進に努

めるとともに、マンホール内の目視点検を継続するほか、カメラ調査による結果に基づき、不

 明水の止水対策を行ってまいります。

　なお、下水道台帳のデジタル化に取り組み、行政手続の簡素化、省力化、下水道サービスの

向上を図るとともに、「下水道経営戦略」に基づき、持続的かつ安定的な運営に努めてまいり

 ます。

　次に、環境衛生事業の推進につきましては、ごみの不法投棄や不適正排出の防止に向け、看

 板の設置や広報紙、巡回による啓発を行い、環境美化に努めてまいります。

　環境保全の推進につきましては、新たに策定した「歌志内市地球温暖化対策実行計画（区域

施策編）」に基づき、地域の自然的社会的特性に応じて温室効果ガス排出量の削減等を行い、

 ２０５０年までの二酸化炭素排出量ゼロに向けた取組を進めてまいります。
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　ごみの減量と再資源化につきましては、市民や地域、団体などと連携を密にするとともに、

 資源回収奨励金の交付により資源物の回収促進に努め、再資源化を図ってまいります。

　可燃ごみの処理につきましては、中・北空知廃棄物処理広域連合の焼却施設において円滑に

適正処理されるよう、同連合などと連携を図るとともに、施設から排出された焼却灰を処理す

 る東光最終処分場の適正な管理運営に努めてまいります。

　また、上歌最終処分場につきましては、広域的な行政運営という観点により、赤平市の一般

廃棄物の受入れを開始して５年が経過したことから、現状の残余容量調査を行い、同市と情報

 共有を図りながら、適正な受入れに努めてまいります。

　し尿等の処理につきましては、石狩川流域下水道組合及び赤平市との連携を図りながら、適

 正な共同処理に努めてまいります。

　消防行政の推進につきましては、災害時の消防・防災活動や市民の避難行動の目安となるよ

う情報の提供を図るため、気象観測装置を更新するとともに、多種多様化する災害に迅速に対

 応するため、初動体制の強化並びに予防啓発活動の充実に努めてまいります。

　火災予防につきましては、防火対象物への立入検査による違反是正の徹底と、住宅における

 防火指導などによる啓発活動の強化を図り、無火災を目指してまいります。

　救急業務につきましては、高齢化を背景とした業務の高度化に対応するため、引き続き特定

 行為等を行う救急救命士を主体とした教育研修を進めてまいります。

　また、消防の広域化につきましては、「北海道消防広域化推進計画」を踏まえて、諸課題の

 調査・検討を進めるとともに、引き続き関係機関と協議してまいります。

　防災対策につきましては、避難訓練や防災説明会を開催するなど、市民の防災・減災に対す

る意識の高揚を図るとともに、防災に対する正しい知識や自主防災活動の普及啓発に努めてま

 いります。

　また、食料や生活用品などの防災備蓄品につきましては、災害時の環境改善も考慮しながら

 計画的に更新・整備を行うほか、防災ハザードマップを更新し、全世帯へ配布いたします。

　防犯対策につきましては、犯罪のない安全で安心なまちづくりを目指し、自主防犯活動に取

り組む諸団体への支援など、関係機関と連携しながら、地域ぐるみによる防犯体制の強化に努

 めてまいります。

　次に、交通安全の推進につきましては、昨年１０月に交通事故死ゼロ５,０００日を達成、

また、１２月には５,０００日達成記念市民集会を挙行し、新たな目標を６,０００日と定めま

した。今後も交通事故のない安全なまちづくりを進めるため、関係機関や団体と連携の下、交

 通安全運動及び啓発活動を行い、交通事故抑止対策を推進してまいります。

　消費者行政の推進につきましては、悪質商法や霊感商法、振り込め詐欺など複雑かつ巧妙化

する中、特に高齢者を狙った訪問販売やネットによる定期購入トラブルなどへの消費者被害の

未然防止と被害相談への迅速な対応が求められているため、引き続き滝川地方消費者センター

 など関係機関と連携し、消費者保護に努めてまいります。

 　第５は、「豊かな心を育む教育と文化のまち」であります。

　急速に進む人口減少や少子高齢化、生成ＡＩの普及、グローバル化など、子どもたちを取り

巻く環境が変化していく中、教育の在り方や教育環境にも大きな変革がもたらされるようにな

 りました。

　このような状況の中、次代を担う子どもたちの健やかな成長は市民共通の願いであり、「第

２期歌志内市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げるまちの目指すべき姿である「オン

リーワンの子育て・教育と人づくりを大切にするまち」の実現に向け、教育委員会と連携しな
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 がら教育の充実を図ってまいります。

　学校教育につきましては、義務教育学校歌志内学園の安定した運営を支えるため、教育委員

会との情報共有に努め、連携強化を図りながら充実した学びの場として必要な支援を行ってま

 いります。

　また、子育て世帯への経済的負担軽減を図るため、児童・生徒の給食費無料化や修学旅行費

 用全額助成、高等学校等就学支援金の支給など各種支援策を引き続き実施してまいります。

　社会教育につきましては、子どもから高齢者までの全世代において、学び続けることの大切

さを実感できるよう、生涯学習の充実に向けた各種事業の実施、行事などの支援を行ってまい

 ります。

　また、市民が健康で生きがいのある生活を送るため、コミュニティセンターや図書館、郷土

館などの社会教育施設の幅広い利活用を進めるとともに、関係団体などの活動の支援を通して

 文化・芸術・スポーツ活動の振興を図ってまいります。

　児童館等一元化施設の整備につきましては、令和８年度からの供用開始に向け本格的な建設

事業を推進するとともに、子どもの居場所づくりや市民の地域交流の場として、施設の利活用

 に向けた具体的な検討を進めてまいります。

　私から教育分野の概略について御説明いたしましたが、具体的な施策などにつきましては、

 別途、教育長からの教育行政執行方針の中で申し上げることといたします。

　以上、令和７年度の市政執行に臨む私の決意と、主要な施策の大綱を述べさせていただきま

 した。

 　むすびに。

　冒頭申し上げましたとおり、国内情勢は各種価格の高騰等により不安定で不確実性を増して

おり、さらには加速する少子高齢化の進行が、経済、市民生活、医療・福祉、まちづくりなど

 各分野に影響を及ぼし、地域社会の活力を低下させる要因と考えられております。

　このような中、将来にわたり本市が発展していくためには、未来を担う子どもたちや子育て

世代を社会全体で支え、将来に明るい希望を持てるまちにするとともに、高齢者の皆様が生き

生きと安心して暮らし続けることができるまちにするために、まちづくりの根幹である「歌志

 内市総合計画」に掲げる一つ一つの施策事業を着実に推進していくことが必要であります。

　本年度は、歌志内市後期基本計画が最終年度を迎えますが、施策の進捗状況や成果を総点検

し、残された課題や新たに発生した課題、変化する社会情勢、多様化する市民ニーズを的確に

 捉え、次期総合計画への移行を進めてまいります。

　また、人口減少をはじめ、山積する様々な行政課題を解決することは、決して平坦な道のり

ではありませんが、市民一人一人の声にしっかりと耳を傾け、いつまでも住み続けたいと思え

る「誰もが住みたいまち、次世代に誇れるまち」の実現に向け、全力を尽くして取り組んでま

 いる所存でございます。

 　以上で終わります。

 　失礼いたしました。一番大事なところでした。

　議員各位並びに市民の皆様には、今後とも一層の御理解と温かい御支援を賜りますようお願

 い申し上げ、令和７年度の市政執行方針といたします。ただいまは大変失礼いたしました。

○議長（本田加津子君）　これより、教育行政執行方針演説を行います。 

 　織田教育長。

○教育長（織田靖雄君）　－登壇－ 

 　令和７年度教育行政執行方針。
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 　令和７年第１回定例市議会の開会に当たり、教育行政の執行方針について申し上げます。

　はじめに。 

　人口減少や少子高齢化が進む中、情報技術の進展や生成ＡＩの普及、グローバル化など、社

会を取り巻く環境は急激に変化しており、教育をはじめとする様々な分野で、先を見通すこと

 が困難な時代となっております。

　このような状況下において、幸福で豊かな人生を切り開き、一人一人が持続可能な社会の創

り手となるためには、生涯にわたって学び続けることが重要であり、学校教育、社会教育それ

ぞれが効果的に連携し、学ぶことの楽しさ、分かることのうれしさを実感できる教育を実現す

 ることが求められています。

　こうした中、本市においては「歌志内市総合計画後期基本計画」及び「第２期歌志内市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、各種施策の推進に全力を傾注しているところであ

り、教育行政におきましても、歌志内市教育大綱の基本目標である「豊かな心を育む教育と文

化のまち」の実現に向け、次世代を担う子どもたちを守り育て、生涯学習社会に対応した社会

 教育の充実に全力を尽くしてまいります。

 　次に、主な施策について申し上げます。

 　第１は、「学校教育の充実」であります。

　義務教育学校「歌志内学園」は、開校５年目となり「夢の実現に向かって変化する時代を力

強く生き抜く子の育成」を教育目標に掲げた教育活動も、保護者や地域の皆様からの御理解を

 得て、高い成果を得ているものと認識しております。

　義務教育９年間を見通した教育課程を編成する中で、義務教育学校である「歌志内学園」だ

からこそできる連続性や系統性を重視した教育活動を明確にし、「個別最適な学び」と「協働

的な学び」の実現を目指し、子どもたち一人一人の可能性を引き出すため、次の５点をもって

 学校教育の充実を図ってまいります。

 　（１）教育内容の充実。

　子どもたちが変化の激しい時代を生きていくためには、基礎的、基本的な知識・技能の習得

と、それらを活用した課題解決のために必要な思考力や判断力、表現力などに加え、ＩＣＴの

活用能力を育むことが重要であり、加えて「主体的・対話的で深い学び」を充実させる必要が

 あります。

　そのために「教科担任制」を前期課程の一部より導入し、教科指導に精通した教員が指導す

ることによって学びの質を向上させるとともに、確かな学力の定着を図るため、学習支援員の

 配置を継続してまいります。

　また、児童生徒一人一人の学習成果を客観的に把握し、事後指導に役立てるための検査等も

 継続して実施します。

　道徳教育につきましては、児童生徒一人一人が命の尊厳、他者への理解や思いやり、自主性

や責任感などの道徳性を養えるよう「考え、議論する道徳」の実践を、講演会や特別授業を通

 した取組により充実させ、主体的に学ぶ授業づくりを推進してまいります。

　特別支援教育につきましては、インクルーシブ教育の理念の下、全ての子どもたちが障害の

有無や多様な個性を互いに認め合い、支えながら学んでいくことのできる環境を醸成するため

「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」の作成・活用を推進し、一人一人の教育的ニー

 ズに応じた教育を推進してまいります。

 　（２）学習環境の充実。

　前期課程における学級編成につきましては、よりよい教育環境を維持するため、引き続き市
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 費負担による教員を確保し、全ての学年での単式学級の継続を図ってまいります。

　また、長期休業を活用した学習機会の提供や、後期課程を対象とした外部講師やオンデマン

ド授業による公的学習塾を開設し、自主的に学習しようとする児童生徒の基礎学力の向上に努

 めてまいります。

　ＧＩＧＡスクール構想により整備した端末につきましては、授業での学びの広がりや、持ち

帰りによる家庭学習への使用、不登校を含む特別に支援が必要な児童生徒に対するきめ細やか

 対応などに効果が見られました。

　今後も、ＩＣＴ支援員を配置することにより、学校内でのＩＣＴ環境の充実を、必要な家庭

へのオンライン学習通信費の負担、高等学校等入学時のパソコン購入費の助成も継続してまい

 ります。

　また、活用の充実を引き続き図るため、導入から５年が経過した端末機器の更新整備を行い

 ます。

　いじめ防止対策や不登校児童生徒への支援につきましては、客観的な分析ツールを用いて学

校全体で早期把握、早期対応により家庭や関係機関と密接な連携を図ることにより、いじめや

不登校の未然防止に努め、教育相談体制の充実に取り組み、迅速で適切な対応を心がけてまい

 ります。

　一方、義務教育課程９年間を通して学習してきた「英語」をより実践的に活用する機会を設

 けるため、英語を母国語とする国への海外研修事業の立案に着手いたします。

 　施設整備につきましては、グラウンド整備や教材園の拡張などを行ってまいります。

　教員住宅の建設につきましては、昨年度に引き続き、校長用住宅１棟の建て替えを行ってま

 いります。

 　（３）学校給食の充実。

　学校給食につきましては、育ち盛りの子どもに質、量ともに満足できる給食を届けるため、

メニューの工夫や改善を図りながら、栄養教諭を中心に、食に関する正しい知識と望ましい食

 習慣を身につけることができるよう、発達段階に応じた食育指導に取り組んでまいります。

　また、給食センターの今後の在り方については、給食に関する評判が良好であることや、こ

の先しばらくは提供する食数の変動が少ないことから、当面の間は現施設にて提供を継続いた

 します。

 　（４）地域連携の充実。

　学校においては、「郷土を愛する心」を育むため、体験的な活動を基軸とした学習が行われ

ています。その中で中心となる「総合的な学習の時間」においては、今まで以上に地域での学

習を深める機会を設定し、実体験を基に故郷に寄与できる人材教育の充実を図ってまいりま

 す。

　歌志内学園に導入しているコミュニティ・スクールにつきましては、学校、家庭、地域の連

携強化を図ることを目的とし、子どもや学校が抱える課題を共有し、地域学校協働活動を通じ

た学校支援を企画するなど、より積極的に地域ぐるみで支える学校づくりを進めてまいりま

 す。

　一方、子どもたちが非行や犯罪に巻き込まれることなく、安心して過ごすことができるよ

う、地域補導員や関係機関との連携を密にして、各町内会・自治会や「子ども１１０番の家」

 の協力を得ながら、巡視や見守り活動を続けてまいります。

 　（５）子育て支援の充実。

　世界情勢の変化から長期化する物価高騰の影響により、市民の経済的負担と将来への不安は
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 厳しさを増しており、日常生活に大きな支障を来しております。

　このような状況下にあっても、子どもを持つ家庭が子育てに集中できる環境を整えるため、

学校給食無料化や歌志内学園修学旅行費用の全額助成、後期課程進級時のトレーニングウエア

等の支給に加え、補助教材費の増額、高等学校等就学支援金の支給など、充実した子育て支援

 策を引き続き実施してまいります。

 　第２は「社会教育の充実」であります。

　人生１００年時代を迎え、グローバル化や少子高齢化により、社会構造が急速に変化する

中、生涯を通じて健康で豊かな生活を送るためには、日常生活や社会で多くの人と関わりなが

 ら市民一人一人が生涯にわたって継続的に学び続けられる環境が必要です。

　加えて、市民一人一人が生涯にわたって学び続けられる環境が必要であり、社会教育の充実

 が求められています。

　そのために、「第８次歌志内市社会教育中期計画」の基本目標である「地域への愛着や誇り

の育成と時代の変化への対応」に向けた各種取組を推進するとともに、地域の中で生きる力や

豊かで強い心を培い、社会や家庭で学んだことを様々な場で生かすことができるよう、次の６

 点をもって社会教育の充実を図ってまいります。

　なお、本年度が「第８次歌志内市社会教育中期計画」の最終年度であり、現状と課題を踏ま

 えた上で、新たな計画を策定してまいります。

 　（１）幼児教育及び家庭教育、放課後児童対策の充実。

　幼児教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり、家庭との触れ合いを通じ

 て、人に対する信頼感、豊かな情操や思いやりを育むことができます。

　幼児期及び幼保小接続期の教育の質的向上に向けて、認定こども園と歌志内学園が連携し、

情報の共有や交流機会を設け、子育て支援及び教育内容等の充実と共通理解に努めてまいりま

 す。

　また、児童館、児童センターの運営につきましては、現施設での活動は今年度限りとなりま

すが、子どもたちにとって快適な居場所となるよう、利用が促進されるよう最大限努めてまい

 ります。

 　あわせて、新しい施設での活動の在り方についても検討してまいります。

 　（２）成人・高齢者教育の充実。

　誰もが人生どの時期においても必要なことを自ら学び、その成果を個人生活や社会に生かす

 ことが今後ますます重要となってきます。

　市民講座「チロル学園」につきましては、受講生にとって身近で関心の高いテーマを重視し

た学習機会の提供に努めるとともに、よりよい社会をつくる主役として、生きがいづくりの場

 を提供できるよう様々な活動を推進してまいります。

 　（３）読書活動の推進。

　子どもの読書活動につきましては、歌志内学園と連携し、学校図書の充実や図書室の運営面

での支援を行い、子どもたちが読書を通じて想像力を高め、言葉の力を学び取ることができる

 よう努めてまいります。

　市立図書館につきましては、誰もが利用しやすい環境づくりを進めるため、蔵書の選定には

市民からの要望を積極的に受け入れ、貸出業務のほかに、インターネットサービス、読み聞か

 せ等の読書推進事業を実施し、より多くの市民に利用されるよう努めてまいります。

　また、子育て世代に家庭での読み聞かせを推奨する蔵書の選定に工夫を凝らし、宅配サービ

 スを継続しながら、新規利用者の開拓を行ってまいります。
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 　（４）生涯にわたるスポーツ活動の充実。

　スポーツは明るく活力に満ちた社会の形成や、個々人の心身の健全な発達に必要不可欠なも

 のです。

　学校における体力・運動能力の向上につきましては、現在活用されている体力向上アプロー

チプログラムを全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果に基づき改訂し、認定こども園と

 連携を図りながら、授業や放課後、昼休みなど積極的に運動する機会を拡充してまいります。

　また、学校における部活動の在り方につきましては、国が示したガイドラインでは、本年度

までを「改革推進期間」として、休日の地域連携・地域移行などを進めることとしています

が、受皿となる団体や指導者の確保はもとより、今後、児童生徒の減少に伴い部活動の存続自

体が懸念され、単独自治体としての取組は困難と考え、近隣市町と共同で活動するなど必要な

 対策を検討してまいります。

　一方、市民の健康保持と増進につきましては、性別年齢に関係なく楽しめるアウトドア型の

軽スポーツ「モルック」の普及や、環境美化を行いながらウォーキングを楽しむ「クリーン

ウォーク」など、誰もが参加しやすい事業を展開するとともに、冬場の運動不足解消のため、

 スキー場シーズン券購入費助成を継続してまいります。

 　（５）芸術・文化の充実。

　芸術・文化は、生活に豊かさや潤いをもたらし、価値観を共有しながら交流を深めることが

 できます。

　文化連盟や各種サークル活動への支援を継続するほか、市民芸術文化祭や音楽コンサートな

どを通じて、市民が芸術・文化に触れ、自らがまちの文化を担うという意識の醸成を図ってま

 いります。

　また、本市出身やゆかりのある著名な芸術家の作品や収蔵物などについては、関係者・関係

団体と協議し、郷土館「ゆめつむぎ」を中心とした地域にて展示・保存方法を検討してまいり

 ます。

 　（６）社会教育施設の適切な管理と運用。

　児童館等一元化施設におきましては、令和８年度の供用開始に向け、建築工事が進められて

 おります。

　学校と認定こども園に加え、児童館、図書館、教育委員会などを含めた一元化施設が同じ施

設内に集約されることにより、より一層の連携により子育て・教育の拠点として、それぞれの

 機能が十分発揮できるよう検討してまいります。

　供用開始に向け、施設設備の基本コンセプトの一つである「子どもたちが集まり遊びなどを

通して学べる場」として、放課後の子どもの居場所づくりを充実するだけでなく、図書館やコ

ミュニティ機能、市民体育館の代替機能などを備えた教育の拠点施設として、多くの市民が気

軽に利用し、世代間交流が一層進むことによる付加価値を高めるため、ソフト面を中心に、よ

 り具体的な有効活用に向けた検討を進めてまいります。

　コミュニティセンター「うたみん」につきましては、地域コミュニティの拠点施設として、

多くの市民が相互に学び合い、交流を深めることができるよう、サークル活動などを通じて、

 それぞれの知識や技能、経験を深める機会を提供しながら利用を促進してまいります。

 　施設整備につきましては、講堂外調機冷房系統の改修を行います。

　一元化施設の供用開始後は、図書コーナーを設けるとともに、これまで同様、サークル活動

 や各種イベントなどでの利用を図ってまいります。

　市民体育館につきましては、一元化施設の供用開始に伴い閉鎖といたしますが、歌志内学園
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体育館の一般開放事業について検討するとともに、近隣市町のプールや体育施設などを引き続

 き活用してまいります。

　郷土館「ゆめつむぎ」につきましては、郷土の歴史や文化を継承し、多くの方々に伝える情

報発信や伝承の拠点として活用していくこととし、館内の収蔵品を含めた各種資料の展示方法

や映像ホールなどのより一層の利活用について検討するとともに、今まである炭鉱関連資料を

集約、整理し、幾度となく訪れたくなるような魅力ある施設として見直しを図ってまいりま

 す。

　地域おこし協力隊につきましては、郷土史の発行を計画しており、郷土文化などに係る魅力

 発信や郷土文化の伝承なども引き続き行ってまいります。

　旧空知炭鉱倶楽部「こもれびの杜記念館」につきましては、市民の意見を集約した結果を基

 に、今後の取組を進めてまいります。

 　以上、令和７年度の教育行政の執行方針について申し述べました。

 　むすびに。

　教育委員会といたしましては、学校や家庭、地域、行政による連携をより一層深め、将来、

本市を担う子どもたちや市民が心豊かに生活していけるよう、学校教育、社会教育、それぞれ

の場で関係機関及び諸団体との密接な連携を図り、教育・文化・スポーツの振興に最善を尽く

 す所存であります。

　市議会をはじめ市民の皆様の教育行政に対するより一層の御理解と御協力を心からお願い申

 し上げ、令和７年度の教育行政執行方針といたします。

○議長（本田加津子君）　これをもって、市政執行方針及び教育行政執行方針演説を終わりま

 す。

　なお、市政執行方針及び教育行政執行方針を含む一般質問は、３月１２日、１３日、１４日

 の３日間を予定しております。

 　ここで、１０分間程度休憩をいたします。

午前１１時０４分　休憩 

──────────────── 

午前１１時１３分　再開 

○議長（本田加津子君）　休憩を解いて、会議を再開いたします。 

 

議 案 第 ２ 号 

 

○議長（本田加津子君）　日程第６　議案第２号刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関

 係条例の整理に関する条例の制定についてを議題といたします。

 　提案理由の説明を求めます。

 　東所副市長。

○副市長（東所勝則君）　－登壇－ 

　改めまして、御苦労さまでございます。 

　議案第２号刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定に

ついて御提案申し上げます。 

　提案理由は、刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号）の施行により、懲役及

び禁錮を廃止し拘禁刑を創設することに伴い、関係する条例の規定を整備するため、この条例

 を制定しようとするものでございます。
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 　次のページの本文に参ります。

 　刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例。

　改正内容につきましては、資料と併せて御説明いたしますので、定例会資料の１ページを御

 覧願います。

　第１条は、歌志内市統計調査条例の一部改正でございます。刑法等の改正により、「懲役若

 しくは禁錮」を「拘禁刑」に改めるものでございます。

　第２条は、歌志内市職員給与条例の一部改正でございます。資料は２ページにわたります。

 刑法等の改正により、「禁錮」を「拘禁刑」に改めるものでございます。

　第３条は、歌志内市議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正でございます。刑法等の

 改正により、「懲役」を「拘禁刑」に改めるものでございます。

 　以上で、資料による説明が終わりましたので、本文の附則に戻ります。

 　附則。

　附則第１項は、施行期日でございます。この条例は、令和７年６月１日から施行するもので

 ございます。

　附則第２項から第５項までは、経過措置でございます。過去に罰則規定を含む条例の改廃を

行った際に設けた経過措置の規定を適用する場合などに、今回の刑法改正に伴って、その罰則

 の適用に影響が生じないようにするなどの経過措置を設けるものでございます。

 　以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（本田加津子君）　これより質疑に入ります。 

 　質疑ありませんか。

 　〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 　これより討論に入ります。

 　討論ありませんか。

 　〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　討論なしと認め、討論を終わります。 

 　これより、議案第２号について採決をいたします。

 　ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

 　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　御異議なしと認めます。 

 　したがって、議案第２号は、原案のとおり可決されました。

 

議 案 第 ３ 号 

 

○議長（本田加津子君）　日程第７　議案第３号歌志内市学校教職員住宅に関する条例の制定

 についてを議題といたします。

 　提案理由の説明を求めます。

 　東所副市長。

○副市長（東所勝則君）　－登壇－ 

　議案第３号歌志内市学校教職員住宅に関する条例の制定について御提案申し上げます。 

　提案理由は、新たに教職員向けの住宅を建設したことに伴い、教育委員会が関連する事務を

 所管し設置に関し必要な事項を定めるため、この条例を制定しようとするのでございます。
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 　次ページの本文に参ります。

 　歌志内市学校教職員住宅に関する条例。

　第１条は、目的の規定でございます。歌志内学園に勤務する教職員等を対象とした当該住宅

 について、必要な事項を定めることを目的とするものでございます。

　第２条は、定義の規定でございます。この条例において「住宅」とは職員及び生計を維持す

 る者等を居住させるために設置する住宅であることを定めるものでございます。

　第３条は、貸与の基準の規定でございます。職員に対し、本条例に定めるところにより住宅

を貸与するものでございます。また、行政運営上特に必要があるときは、教職員以外の者に対

 し、教職員に準じ住宅を貸与できることを定めるものでございます。

　第４条は、貸与の方法の規定でございます。貸与を受けようとする者は、委員会の承認を受

 けなければならないことを定めるものでございます。

　第５条は、使用料の規定でございます。住宅の入居者から別表第１に定める使用料を徴収す

 ることを定めるものでございます。

　また、貸与または変更もしくは明け渡した場合に、その月の使用料は日割計算した額とする

こととし、第１０条の規定により委員会が貸与する住宅の変更を求めた場合に、指定された期

限を経過後、特殊な事情により居住を認めた場合など、使用料に５割相当額を加算し徴収する

 ことができることを定めるものでございます。

　第６条は、使用料の徴収方法の規定でございます。使用料は、毎月委員会が発する納入通知

書により納入しなければならないこととし、委員会において特に必要と認める場合は、使用料

 を減免することができることを定めるものでございます。

　第７条は、住宅入居者の義務の規定でございます。入居者は、必要な注意を払い住宅を正常

な状態で維持しなければならないものとし、貸与を受けた住宅を、他に転貸してはならないこ

 とを定めるものでございます。

　第８条は、入居者の費用負担義務の規定でございます。住宅の修繕費用は、天災、老朽化等

入居者の責に帰すことのできない事由以外の毀損等は入居者が負担するものとし、電気、上下

 水道使用料等は入居者の負担とすることを定めるものでございます。

　第９条は、制限の規定でございます。家族以外の者を住宅内に常住させようとする場合な

 ど、委員会の許可を受けなければならない事項を定めるものでございます。

　第１０条は、貸与住宅の変更の規定でございます。委員会は、事務の運営その他必要がある

と認めたときは、入居者に貸与住宅の変更を求めることができること、委員会が貸与住宅の変

更を求めた場合に、入居者は委員会の指定する期限までに移転しなければならないこと、住宅

の変更について、委員会は入居者と協議するものであるが、教職員以外の場合はこの限りでな

いこととし、住宅を変更した者について、委員会は別の規定により移転交付金を交付すること

 を定めるものでございます。

　第１１条は、住宅の明渡しの規定でございます。入居者は、この条例及び承認の際の条件に

違反した場合など、委員会の指定する期限までに住宅を明け渡さなければならないこととし、

行政運営上、必要があるため住宅を明け渡す場合は、委員会は別に定める移転交付金を交付す

 ることを定めるものでございます。

　第１２条は、住宅の返還の規定でございます。住宅を返還しようとする者は、返還する５日

前に委員会に届け出て、検査を受けなければならないこととし、第２項では、増改築等住宅に

変更を加えた場合は、原形に回復し、委員会が回復の必要がないと認めたときは、加工した部

 分を含め、市の所有に帰するものとすることを定めるものでございます。
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　第１３条は、委任の規定でございます。この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める

 ものでございます。

 　附則。

　第１項は、施行期日の規定でございます。この条例は、令和７年４月１日から施行するもの

 でございます。

　第２項は、経過措置の規定でございます。この条例の施行の際、現に住宅に入居している職

 員については、この条例により入居したものとみなすものでございます。

　第３項は、歌志内市職員宿舎に関する条例の一部を改正する条例でございますが、定例会資

 料の３ページも併せて御覧願います。

 　第１条中「歌志内市立学校教職員を含む。」を削るものでございます。

 　別表第１につきましては、第５条で規定する使用料を定めるものでございます。

 　以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（本田加津子君）　これより質疑に入ります。 

 　質疑ありませんか。

 　〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 　お諮りいたします。

　ただいま議題となっております議案第３号については、７名の委員をもって構成する条例・

 予算等審査特別委員会を設置し、これに付託の上、会期中の審査にしたいと思います。

 　これに御異議ありませんか。

 　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　御異議なしと認めます。 

　したがって、本件については、７名の委員をもって構成する条例・予算等審査特別委員会を

設置し、付託の上、会期中の審査に付することに決定いたしました。 

　ただいま設置されました条例・予算等審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例

 第７条第１項の規定に基づき、議長が指名いたします。

　条例・予算等審査特別委員会委員に、能登直樹さん、佐藤良治さん、山崎瑞紀さん、松井敬

 道さん、川野敏夫さん、女鹿聡さん、下山則義さん、以上のとおり指名いたします。

 

議 案 第 ４ 号 

 

○議長（本田加津子君）　日程第８　議案第４号歌志内市個人番号の利用に関する条例の一部

 を改正する条例の制定についてを議題といたします。

 　提案理由の説明を求めます。

 　東所副市長。

○副市長（東所勝則君）　－登壇－ 

　議案第４号歌志内市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について御提

 案申し上げます。

　提案理由は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政

運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律（令和

 ６年法律第４６号）の施行に伴い、関係条文を整備しようとするものでございます。

 　次ページの本部に参ります。
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 　歌志内市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例。

　歌志内市個人番号の利用に関する条例（平成２７年条例第２４号）の一部を次のように改正

 する。

　改正内容につきましては、資料と併せて御説明いたしますので、定例会資料の４ページを御

 覧願います。

　第２条は、定義の規定でございます。情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の

利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一

部を改正する法律が施行されたことに伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律第２条に第８項が追加されたことから、引用条文を整理するものでご

 ざいます。

 　本文の附則に戻ります。

 　附則。

 　この条例は、令和７年４月１日から施行するものでございます。

 　以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（本田加津子君）　これより質疑に入ります。 

 　質疑ありませんか。

 　〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 　これより討論に入ります。

 　討論ありませんか。

 　〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　討論なしと認め、討論を終わります。 

 　これより、議案第４号について採決をいたします。

 　ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

 　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　御異議なしと認めます。 

 　したがって、議案第４号は、原案のとおり可決されました。

 

議 案 第 ５ 号 

 

○議長（本田加津子君）　日程第９　議案第５号歌志内市職員の育児休業等に関する条例の一

 部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

 　提案理由の説明を求めます。

 　東所副市長。

○副市長（東所勝則君）　－登壇－ 

　議案第５号歌志内市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について御

 提案申し上げます。

　提案理由は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び

次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律（令和６年法律第４２号）の施行に伴い、関

 係条文を整備しようとするものでございます。

 　次ページの本文に参ります。

 　歌志内市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例。
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　歌志内市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第１１号）の一部を次のように改正

 する。

　改正内容につきましては、資料と併せて御説明いたしますので、定例会資料の５ページを御

 覧願います。

　第１８条は、部分休業の承認の規定でございます。育児休業、介護休業等育児又は家族介護

 を行う労働者の福祉に関する法律の改正に伴い、引用条文を整理するものでございます。

 　本文の附則に戻ります。

 　附則。

 　この条例は、令和７年４月１日から施行するものでございます。

 　以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（本田加津子君）　これより質疑に入ります。 

 　質疑ありませんか。

 　〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 　これより討論に入ります。

 　討論ありませんか。

 　〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　討論なしと認め、討論を終わります。 

 　これより、議案第５号について採決をいたします。

 　ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

 　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　御異議なしと認めます。 

 　したがって、議案第５号は、原案のとおり可決されました。

 

議 案 第 ６ 号 

 

○議長（本田加津子君）　日程第１０　議案第６号歌志内市職員給与条例の一部を改正する条

 例の制定についてを議題といたします。

 　提案理由の説明を求めます。

 　東所副市長。

○副市長（東所勝則君）　－登壇－ 

　議案第６号歌志内市職員給与条例の一部を改正する条例の制定について御提案申し上げま

 す。

　提案理由は、国家公務員の給与改定に準じ、各給料表３級以上の初号の額を引き上げ、扶養

 手当の額を改正するなど、関係条文を整備しようとするものでございます。

 　次ページの本文に参ります。

 　歌志内市職員給与条例の一部を改正する条例。

 　歌志内市職員給与条例（昭和２９年条例第４３号）の一部を次のように改正する。

　改正内容につきましては、資料と併せて御説明いたしますので、定例会資料の６ページを御

 覧願います。

　第１４条は、支給範囲の規定でございます。扶養手当の配偶者に係る手当を廃止し、それに

 伴い、第２号から第６号までを１号ずつ繰り上げるものでございます。
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　第１５条は、扶養手当の月額の規定でございます。扶養手当の子に係る手当を１万円から１

 万３,０００円に引き上げ、併せて文言の整理をするものでございます。

　第１６条は、扶養親族の届出の規定でございます。第１４条で号の繰上げを行ったことによ

 る引用条文の整理でございます。

　第２１条は、通勤手当の額の規定でございます。資料は７ページにわたります。文言を整理

 するものでございます。

 　第３５条は、寒冷地手当の支給。

　第４４条の２は、特定の職員についての適用除外の規定でございます。適用除外となった再

 任用職員への寒冷地手当及び住居手当を支給できるよう、条文を整理するものでございます。

　なお、別表第１、別表第３及び別表第４の改正は、令和６年人事院勧告に伴う国の俸給表の

改定に準じ、３級以上の初号の額を引き上げ、若手、中堅職員など昇格時の給料を改善するた

 め、本市給料表を改正するものでございます。資料は２２ページにわたります。

 　本文の附則に戻ります。

 　附則。

　第１項は、施行期日でございます。この条例は、令和７年４月１日から施行するものでござ

 います。

　第２項は、号俸の切替えでございます。令和７年４月１日の前日から引き続き在職する職員

であった者の給料月額については、切替日において新号俸となった場合でも、同じ給料月額と

 なるよう定めるものでございます。

　第３項は、切替日前の異動者の号俸の調整でございます。切替日前の異動により、職務の級

が変わった職員などについて、その職員が切替日において異動したものとして調整ができるよ

 う定めるものでございます。

　第４項は、令和８年３月３１日までの間における扶養手当に関する経過措置でございます。

扶養手当を段階的に改正し、令和７年度は、配偶者に係る手当については月額３,０００円、

子に係る手当については月額１万１,５００円を支給する経過措置を定めるものでございま

 す。

　第５項は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正でございますが、定例会

 資料の２２ページも併せて御覧願います。

　職員給与条例における扶養手当の配偶者に係る手当を廃止することに伴い、本条例において

 も同様の改正を行うものでございます。

　第６項は、委任でございます。附則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施

 行に関し必要な事項は、市長が別に定めるものでございます。

 　附則別表につきまして、附則第２項で定めました号俸の切替表でございます。

 　以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（本田加津子君）　これより質疑に入ります。 

 　質疑ありませんか。

 　〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 　お諮りいたします。

　この件については、会議規則第３６条第１項の規定により、条例・予算等審査特別委員会に

 付託することにしたいと思います。

 　これに御異議ありませんか。



─ 29 ─

 　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　御異議なしと認めます。 

　したがって、議案第６号については、条例・予算等審査特別委員会に付託することに決定い

 たしました。

 

議 案 第 ７ 号 

 

○議長（本田加津子君）　日程第１１　議案第７号歌志内市特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とい

 たします。

 　提案理由の説明を求めます。

 　東所副市長。

○副市長（東所勝則君）　－登壇－ 

　議案第７号歌志内市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

 る条例の一部を改正する条例の制定について御提案申し上げます。

　提案理由は、子ども・子育て支援法施行規則等の一部を改正する内閣府令（令和７年内閣府

 令第７号）の公布に伴い、関係条文を整備しようとするものでございます。

 　次ページの本文に参ります。

　歌志内市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一

 部を改正する条例。

　歌志内市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平

 成２６年条例第１７号）の一部を次のように改正する。

　改正内容につきましては、資料と併せて御説明いたしますので、定例会資料の２３ページを

 御覧願います。

　第３７条の改正ですが、法改正により引用している条項に移動があるため、引用条文を整理

 するものでございます。

　第４２条の改正ですが、資料は２５ページにわたります。家庭的保育事業者等は、保育内容

支援、代替保育及び卒園後の受皿設定に係る連携協力を行う保育所、幼稚園または認定こども

園を適切に確保しなければならないとされているところ、連携施設の確保が著しく困難であっ

て、必要な適切な支援を行うことができると市が認める場合は、連携施設の確保をしないこと

 とすることができる措置を設けられたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。

　附則第５条は、連携施設に関する経過措置を１０年から１５年に延長するため、所要の改正

 を行うものでございます。

 　本文の附則に戻ります。

 　附則。

 　この条例は、令和７年４月１日から施行するものでございます。

 　以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（本田加津子君）　これより質疑に入ります。 

 　質疑ありませんか。

 　〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 　これより討論に入ります。
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 　討論ありませんか。

 　〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　討論なしと認め、討論を終わります。 

 　これより、議案第７号について採決をいたします。

 　ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

 　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　御異議なしと認めます。 

 　したがって、議案第７号は、原案のとおり可決されました。

 

議 案 第 ８ 号 

 

○議長（本田加津子君）　日程第１２　議案第８号歌志内市家庭的保育事業等の設備及び運営

 に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

 　提案理由の説明を求めます。

 　東所副市長。

○副市長（東所勝則君）　－登壇－　 

　議案第８号歌志内市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

 正する条例の制定について御提案申し上げます。

　提案理由は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準の一部を改正する内閣府令（令和６年内閣府令第１８号）等の公布に伴い、関

 係条文を整備しようとするものでございます。

 　次ページの本文に参ります。

　歌志内市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

 例。

　歌志内市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年条例第１

 ８号）の一部を次のように改正する。

　改正内容につきましては、資料と併せて御説明いたしますので、定例会資料の２６ページ及

 び２７ページを御覧願います。

　第６条は、保育所等との連携の規定でございます。家庭的保育事業者等は、保育内容を支

援、代替保育及び卒園後の受皿設定に係る連携協力を行う保育所、幼稚園または認定こども園

を適切に確保しなければならないとされているところ、連携施設の確保が著しく困難であっ

て、必要な適切な支援を行うことができると市が認める場合は、連携施設の確保をしないこと

 とすることができる措置を設けられたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。

　第１６条は、食事の提供の特例の規定でございます。資料は２８ページにわたります。栄養

士法の改正により、管理栄養士養成施設卒業者については、栄養士免許を取得せずとも管理栄

養士となることが可能となったことから、今後は栄養士免許を有さない管理栄養士を配置した

場合についても、同要件を満たすことができるようになったことに伴い、所要の改正を行うも

 のでございます。

　第２９条から第４７条までの改正についてですが、資料は２９ページにわたります。職員配

置基準の改正に伴い、満３歳以上、満４歳未満の園児おおむね２０人につき１人以上の職員を

置くこととされているところを、おおむね１５人につき１人以上、満４歳以上の園児おおむね

３０人につき１人以上の職員を置くこととされているところを、おおむね２５人につき１人以
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 上とする見直しをされたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。

　附則第３条の改正につきましては、家庭的保育事業者等は、保育内容の支援等について、保

育所、幼稚園または認定こども園と連携することを求められていますが、連携施設の確保が困

難な場合の経過措置の期限を１０年から１５年へ５年間延長されたことに伴い、所要の改正を

 行うものでございます。

 　本文の附則に戻ります。

 　附則。

 　この条例は、令和７年４月１日から施行するものでございます。

 　以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（本田加津子君）　これより質疑に入ります。 

 　質疑ありませんか。

 　〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 　これより討論に入ります。

 　討論ありませんか。

 　〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　討論なしと認め、討論を終わります。 

 　これより、議案第８号について採決をいたします。

 　ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

 　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　御異議なしと認めます。 

 　したがって、議案第８号は、原案のとおり可決されました。

 

議 案 第 ９ 号 

 

○議長（本田加津子君）　日程第１３　議案第９号電子情報処理組織による戸籍等事務に関す

 る事務の委託に関する規約の変更についてを議題といたします。

 　提案理由の説明を求めます。

 　東所副市長。

○副市長（東所勝則君）　－登壇－　 

　議案第９号電子情報処理組織による戸籍等事務に関する事務の委託に関する規約の変更につ

 いて御提案申し上げます。

　提案理由は、中空知５市５町で運営する戸籍システムの利用形態の変更に伴い、規約の一部

 を改正しようとするものでございます。

 　次ページの本文に参ります。

　電子情報処理組織による戸籍等事務に関する事務の委託に関する規約の一部を変更する規

 約。

　電子情報処理組織による戸籍等事務に関する事務の委託に関する規約（平成２４年歌志内市

 告示第３２号）の一部を次のように変更する。

　変更内容につきましては、資料と併せて御説明いたしますので、定例会資料の３０ページを

 御覧願います。

　今回の改正は、当市を含む中空知５市５町の戸籍情報システムにおけるデータ管理のサー
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バーを現在設置しているデータセンターから撤去し、データの管理を戸籍ベンダーのクラウド

サービスに変更することにより、サーバーの設置が不要になることに伴い、文言の整理をする

 ものでございます。

 　これは国の戸籍システムの標準化に対応するための措置でございます。

 　本文の附則に戻ります。

 　附則。

 　この規約は、令和７年１０月１日から施行するものでございます。

 　以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（本田加津子君）　これより質疑に入ります。 

 　質疑ありませんか。

 　〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 　これより討論に入ります。

 　討論ありませんか。

 　〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　討論なしと認め、討論を終わります。 

 　これより、議案第９号について採決をいたします。

 　ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

 　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　御異議なしと認めます。 

 　したがって、議案第９号は、原案のとおり可決されました。

 　ここで、午後１時まで休憩といたします。

午前１１時５４分　休憩 

──────────────── 

午後　０時５７分　再開 

○議長（本田加津子君）　休憩を解いて、会議を再開いたします。 

 

議案第１０号から議案第１４号まで 

 

○議長（本田加津子君）　日程第１４　議案第１０号より日程第１８　議案第１４号までを一

 括議題といたします。

 　提案理由の説明を求めます。

 　東所副市長。

○副市長（東所勝則君）　－登壇－ 

　それでは、私のほうから、議案第１０号から議案第１２号までの補正予算につきまして、一

 括御提案申し上げます。

　なお、事項別明細書につきましては、企画財政課長から御説明いたしますので、よろしくお

 願い申し上げます。

　また、議案第１３号の補正予算につきましては病院事務長より、議案第１４号の補正予算に

 つきましては建設課長より御提案申し上げますので、よろしくお願いいたします。

 　それでは、議案第１０号令和６年度歌志内市一般会計補正予算（第１０号）。

 　令和６年度歌志内市一般会計補正予算（第１０号）は、次に定めるところによる。
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 　（歳入歳出予算の補正）

　第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億３,９９９万円を追加し、歳入歳出予

 算の総額を歳入歳出それぞれ５１億９,９９３万１,０００円とする。

 　第２項は省略いたします。

 　（繰越明許費）

　第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することがで

 きる経費は、「第２表　繰越明許費」による。

 　（地方債の補正）

 　第３条、地方債の追加及び変更は、「第３表　地方債補正」による。

 　５ページをお開き願います。

 　第２表　繰越明許費。

　３款民生費１項社会福祉費、事業名、低所得世帯臨時特別給付金支給事業、金額、６２２万

１,０００円。 

　本年度の第１回臨時会において、本支給事業の議決をいただきましたが、システムの改修時

期の遅れにより、年度内で事務処理の完了が見込めないことから、令和６年度の繰越事業とし

て、繰越明許するものであります。なお、財源は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

 等であります。

 　第３表　地方債補正。

 　１．追加。

　起債の目的、過疎地域持続的発展特別事業。限度額、６,３００万円。 

　本事業は、過疎計画に定められたソフト事業を対象とした過疎対策事業債であり、高等学校

等就学支援金事業として６,３００万円を過疎地域持続的発展特別事業基金へ積み立てるもの

でございます。 

　なお、起債の方法は、普通貸借または証券発行。利率は、３.０％以内、ただし、利率見直

し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利

率。償還の方法は、政府資金の貸付条件または借入先と協議して決定するものとします。 

　次に、２．変更。 

　起債の目的、教職員住宅建設事業、補正前限度額２,０００万円に１,０２０万円を増額し、

補正後限度額を３,０２０万円に変更するものであります。増額の理由は、対象経費の増に伴

う同意予定額の増であります。 

　同じく児童センター等一元化施設建設事業、補正前限度額３億４,２８０万円に５,７７０万

円を増額し、補正後限度額を４億５０万円に変更するもので、増額の理由は、対象経費の増に

伴う同意予定額の増であります。 

　同じく臨時財政対策債、補正前限度額５００万円から１２３万３,０００円を減額し、補正

後限度額を３７６万７,０００円に変更するもので、減額の理由は、普通交付税の算定に伴う

同意予定額の減であります。 

　次に、議案第１１号に参ります。 

　議案第１１号令和６年度歌志内市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）。 

　令和６年度歌志内市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。 

 　（歳入歳出予算の補正）

　第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３,０００円を追加し、歳入歳出予算の総
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額を歳入歳出それぞれ８,７３６万２,０００円とする。 

　第２項は省略いたします。 

　次に、議案第１２号に参ります。 

　議案第１２号令和６年度歌志内市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）。 

　令和６年度歌志内市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。 

　（歳入歳出予算の補正） 

　第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４２７万２,０００円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ７,８５７万円とする。 

　第２項は省略いたします。 

　以上で、議案第１０号から議案第１２号までの補正予算につきまして、一括御提案申し上げ

ました。 

　事項別明細書につきましては、企画財政課長から御説明いたしますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（本田加津子君）　金谷企画財政課長。 

○企画財政課長（金谷恵一君）　お疲れさまでございます。 

　それでは、私から、議案第１０号から議案第１２号までの補正予算の事項別明細書につきま

 して御説明いたします。

　今回の補正につきましては、年度末における決算見込みに伴う増減調整が大半となっており

ますことから、単に執行額が減となったものは簡略な説明となりますこと、また事業の執行に

当たりましては、経費節減による繰越財源の確保に努めておりますので、最終の決算において

 一定程度の不用額が生じることにつきまして御理解を賜りますようお願いいたします。

　それでは、議案第１０号の一般会計補正予算の歳出から御説明いたしますので、１７ページ

 をお開き願います。

　１款１項１目とも議会費２３万１,０００円の減額補正は、視察日数の変更等に伴う普通旅

 費の減による議会運営経費の減であります。

　２款総務費１項総務管理費１目一般管理費５,６５１万２,０００円の増額補正は、庶務一般

経費、１９ページに参りまして、会計一般経費、電算システム運用経費について、経費の決算

見込みなどにより減額し、財政一般経費、過疎地域持続的発展特別事業においては、基金への

 積立金を増額するものであります。

　２目企画費１２１万９,０００円の減額補正は、企画一般経費で計画策定委託料を減額する

とともに、バス路線運行維持負担金１,０７６万７,０００円の増額、このほか地域づくり活動

支援事業、地域おこし協力隊事業（観光情報発信）、２１ページに参りまして、地域おこし協

 力隊事業（教育文化）の３事業について、経費の決算見込みにより減額するものであります。

　３目広報広聴費２４万４,０００円の減額補正から１１目定住促進費１０２万円の減額補正

は、広報紙の入札による契約単価の減少や市有林における植栽、下刈り等実施面積の減のほ

 か、経費の決算見込みにより広報発行事業以下４事業の減額であります。

　３項住民基本台帳費、２３ページに参りまして、１目戸籍住民基本台帳費２８万円の減額補

 正は、戸籍住民一般経費における会計年度任用職員の勤務日数の減少による減額であります。

　４項選挙費２目市長選挙費４６３万５,０００円の減額補正及び３目衆議院議員選挙費３８

 万１,０００円の減額補正は、経費の確定により減額するものであります。

　３款民生費１項社会福祉費、２５ページに参りまして、１目社会福祉総務費１,２７８万円
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の減額補正から、３１ページに参りまして、４項児童福祉費３目認定こども園費３１２万７,

０００円の減額補正までは、低所得者支援及び定額減税補足給付金支給事業における交付金や

障害福祉サービス及び医療福祉に係る扶助費などの経費の確定及び決算見込みによるもので、

 低所得者支援及び定額減税補足給付金支給事業以下２１事業の増減であります。

　３３ページに参りまして、４款衛生費１項保健衛生費２目予防費１,１９４万５,０００円の

減額補正及び３目環境衛生費１０６万４,０００円の減額補正は、健康診断等委託料や各種補

 助金等経費の決算見込みにより、健康診査事業以下４事業の減額であります。

　２項清掃費１目清掃総務費６１万１,０００円の減額補正及び２目ごみ処理費２０万８,００

０円の減額補正は、資源ごみ等減量事業に係る交付金及びごみ袋販売手数料の決算見込みによ

 り、清掃総務一般経費及びごみ分別収集事業の減額であります。

　３５ページに参りまして、３項１目とも病院費４６８万２,０００円の増額補正は、病院事

 業会計繰出金の増額であります。

　６款農林費１項１目とも農畜費１８９万６,０００円の減額補正は、補助金及び有害鳥獣運

 搬業務委託料など農畜一般経費及び有害鳥獣対策経費の減額であります。

　２項林業費１目林業振興費４７万２,０００円の増額補正は、北海道による森林環境譲与税

 の資産に伴う積立金の増額であります。

　７款１項とも商工費１目商工業振興費８８万３,０００円の減額補正は、補助金などの決算

 見込みによる商工業振興一般経費以下２事業の減額であります。

　３７ページに参りまして、４目観光費１３２万９,０００円の減額補正は、経費の確定及び

 決算見込みによる観光一般経費以下３事業の増減であります。

　８款土木費２項道路橋りょう費１目道路橋りょう総務費９７万７,０００円の増額補正から

３９ページに参りまして、５項住宅費１目住宅管理費１０９万７,０００円の減額補正まで

は、下水道事業会計への繰出金の減や経費の確定及び決算見込みによる道路橋りょう総務一般

 経費以下６事業における増減であります。

　９款１項とも消防費１目常備消防費３５万円、２目非常備消防費２０万円、３目消防施設費

２７万９,０００円の減額補正は、燃料や防火水槽除雪委託料などの決算見込みによる常備消

 防一般経費以下３事業の減額であります。

　１０款教育費１項教育総務費３目奨学費１８０万２,０００円の減額補正から、４５ページ

に参りまして、４項保健体育費４目学校給食費１７４万１,０００円の減額補正までは、各種

補助金や備品購入に係る入札減、会計年度任用職員報酬などの経費確定及び決算見込みによる

 奨学一般経費以下１６事業の増減であります。

　５項青少年対策費２目児童厚生施設費につきましては、財源区分の変更によるものでありま

 す。

　４７ページに参りまして、１２款１項とも公債費１目元金は財源区分の変更、２目利子４５

 ０万円の減額補正は、市債の利率確定による減額であります。

　１４款１項とも職員費１目職員給与費４,６４０万円の減額補正は、給料、共済費等の決算

見込みによる職員給与費の減額で、１５款１項１目とも予備費２億５,５５０万７,０００円の

 増額補正は、歳入歳出予算の調整によるものであります。

　なお、４９ページから６４ページまでに、給与費明細書を掲載しておりますので、後ほど御

 参照願います。

　続きまして、補正予算事項別明細書の歳入につきまして御説明いたしますので、７ページを

 お開き願います。
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　なお、歳入の説明に当たりましては、歳出の事業費の増減等と連動する部分は理由が重複し

 ますことから、簡潔な説明といたしますので御了承願います。

　１款市税１項市民税２目法人４００万円、２項１目とも固定資産税３３０万円及び３項軽自

 動車税１目環境性能割１５万円の増額補正は、いずれも決算見込みによる増額であります。

　２款地方譲与税３項１目とも森林環境譲与税４７万２,０００円の増額補正は、交付見込額

 の増によるものであります。

　１０款１項１目とも地方交付税１億９,５２９万６,０００円の増額補正は、普通交付税の確

定に伴う増額で、１２款分担金及び負担金１項負担金１目民生費負担金１２１万６,０００円

 の増額補正は、老人福祉施設入所者の一部負担金額の変更による増。

　１３款使用料及び手数料２項手数料２目衛生手数料８０万９,０００円の減額補正は、指定

 ごみ袋売払収入の減によるものであります。

　１４款国庫支出金１項国庫負担金１目民生費負担金２,１５９万５,０００円の減額補正か

ら、９ページに参りまして、２項国庫補助金５目教育費補助金７万７,０００円までの増額補

正などは、歳出の補正に連動、または事業費や補助金の確定、予算の組替えによる増減であり

 ます。

　１５款道支出金１項道負担金、１１ページに参りまして、１目民生費負担金６１万９,００

０円の減額補正から、１３ページに参りまして、３項道委託金１目総務費委託金３８万１,０

００円までの減額補正は、歳出の補正に連動、または事業費及び補助金の確定に伴う増減によ

 るものであります。

　１６款財産収入１項財産運用収入２目利子及び配当金２８万９,０００円の増額補正は、債

権の満期により新たに利率の高い北海道債を購入したことに伴う基金の運用収入の増で、２項

財産売払収入１目不動産売払収入１４０万円の減額補正は、森林環境保全整備事業で伐採した

立木の売払収入の減。２目物品売払収入１４２万９,０００円の増額補正は、じん芥車の更新

 に伴う旧じん芥車の売却による増であります。

　１７款１項とも寄附金２目ふるさと応援寄附金１２０万円の増額補正は、企業版ふるさと納

 税の寄附金の増であります。

　１８款１項とも繰入金１目財政調整基金繰入金１億３,０００万円の減額補正は、決算見込

みを勘案し繰入れを取りやめるもので、３目過疎地域持続的発展特別事業基金繰入金８８万

７,０００円の減額補正は、高齢者等生活支援事業など３事業費の増減によるものであり、５

目公共施設等整備基金繰入金９,１００万円の減額補正は、決算見込みを勘案し繰入れを減額

 するものであります。

　１９款１項１目とも繰越金７,６０７万５,０００円の増額補正は、前年度繰越金の残額を補

 正するものであります。

　２０款諸収入２項１目とも市預金利子１万６,０００円の増額補正は、預金利子の改定によ

る増で、４項雑入１目弁償金４万２,０００円の増額補正は、過年度分の工事等に係る実費弁

 償金の増。

　６目地域支援事業収入１３１万７,０００円の減額補正から、１５ページに参りまして、８

目雑入５２８万６,０００円の減額補正までは、事業収入や助成金などの収入額の確定及び決

 算見込みによる増減であります。

　２１款１項とも市債につきましては、第３表、地方債補正で御説明したとおりでありますの

 で、省略させていただきます。

　以上で、一般会計補正予算の説明を終わりまして、次に、国民健康保険特別会計補正予算の



─ 37 ─

 事項別明細書について御説明いたしますので、国保特別会計の５ページをお開き願います。

 　歳出から御説明させていただきます。

　１款総務費１項総務管理費２目広域連合負担金１０９万９,０００円の減額補正は、空知中

 部広域連合負担金の減であります。

　５款１項１目とも予備費１１０万２,０００円の増額補正は、歳入歳出予算の調整でありま

 す。

　続きまして、補正予算事項別明細書の歳入について御説明いたしますので、国保特会の３

 ページをお開き願います。

　２款１項とも繰入金１目一般会計繰入金１３５万５,０００円の減額補正は、保険基盤安定

対策費負担金等繰入対象経費の減によるもので、２目国民健康保険事業財政調整基金繰入金５

３２万１,０００円の減額補正は、令和５年度の空知中部広域連合精算返還金及び前年度繰越

 金の確定による減額であります。

　３款１項１目とも繰越金３９４万２,０００円の増額補正は、前年度繰越金の残額を増額す

 るものであります。

　４款諸収入２項１目とも雑入２７３万７,０００円の増額補正は、特別調整交付金及び令和

 ５年度空知中部広域連合負担金の精算に伴う返還金等の増減によるものであります。

　次に、後期高齢者医療特別会計補正予算の事項別明細書につきまして御説明いたしますの

 で、後期高齢特会の５ページをお開き願います。

 　歳出から御説明いたします。

　２款１項１目とも後期高齢者医療広域連合納付金４２７万２,０００円の減額補正は、後期

 高齢者医療広域連合負担金の減であります。

　続きまして、補正予算事項別明細書の歳入につきまして御説明いたしますので、後期高齢特

 別会計の３ページをお開き願います。

　１款１項１目とも後期高齢者医療保険料４４０万円の減額補正は、被保険者数の減少に伴う

 現年度分保険料の減であります。

　３款１項１目とも繰越金１２万８,０００円の増額補正は、前年度繰越金の残額を増額する

 ものであります。

　以上で、議案第１０号から議案第１２号までの各会計補正予算の事項別明細書につきまし

 て、説明を終わりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（本田加津子君）　山岸市立病院事務長。 

○市立病院事務長（山岸康治君）　－登壇－ 

　それでは、議案第１３号令和６年度歌志内市病院事業会計補正予算（第４号）について御提

 案申し上げ、その内容について御説明いたします。

 　議案第１３号令和６年度歌志内市病院事業会計補正予算（第４号）。

 　第１条は省略いたしまして、第２条から申し上げます。

　第２条は、予算第２条に定めた業務の予定量を補正するものであり、第２号中、年間患者数

の既決予定量２万７,２７０人から１,９９７人を減して２万５,２７３人に。内訳、入院の既

 決予定量１万７,５２０人から１,９９７人を減して１万５,５２３人に。

　第３号中、１日平均患者数の既決予定量８８人から５人を減して８３人に。内訳、入院の既

 決予定量４８人から５人を減して４３人に。

　第４号、主な建設改良事業中、市立病院照明改修工事の既決予定量２,４９８万１,０００円

から１３３万１,０００円を減額して２,３６５万円に、医師住宅屋根外壁改修工事の既決予定
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量６２７万円から３４万１,０００円を減額して５９２万９,０００円に、車両購入の既決予定

量４０８万１,０００円から７５万２,０００円を減額して３３２万９,０００円にそれぞれ改

 めるものであります。

　第３条は、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を補正するもので、収入では、

第１款病院事業収益の既決予定額６億２,８３７万２,０００円から５,３０２万６,０００円を

減額して５億７,５３４万６,０００円に改めようとするもので、その内訳は、第１項医業収益

の既決予定額３億９,５３７万７,０００円から５,７０５万６,０００円を減額して３億３,８

３２万１,０００円に、第２項医業外収益の既決予定額２億２,９７１万２,０００円に３０３

万円を増額して２億３,２７４万２,０００円に、第３項特別利益の既決予定額３２８万３,０

 ００円に１００万円を増額して４２８万３,０００円にそれぞれ改めるものであります。

　支出は、第１款病院事業費用の既決予定額７億４８９万４,０００円から４,６４９万２,０

００円を減額して６億５,８４０万２,０００円に改めようとするもので、その内訳は、第１項

医業費用の既決予定額６億９,５６６万８,０００円から４,６４９万２,０００円を減額して６

 億４,９１７万６,０００円に改めるものであります。

　第４条は、予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を補正するものであり、資本的

収入額が資本的支出額に対し不足する額２,２３７万２,０００円は、過年度分損益勘定留保資

 金で補塡するものといたします。

　まず、収入では、第１款資本的収入の既決予定額８,６１２万円から４７４万８,０００円を

減額して８,１３７万２,０００円に改めようとするもので、その内訳は、第１項企業債の既決

予定額６,８８０万円から６４０万円を減額して６,２４０万円に、第３項他会計繰入金の既決

予定額４８万５,０００円に１６５万２,０００円を増額して２１３万７,０００円にそれぞれ

 改めるものであります。

　支出では、第１款資本的支出の既決予定額１億６１６万８,０００円から２４２万４,０００

円を減額して１億３７４万４,０００円に改めようとするもので、その内訳は、第１項建設改

良費の既決予定額６,９７７万円から２４２万４,０００円を減額して６,７３４万６,０００円

 に改めるものであります。

　第５条は、予算第６条に定めた企業債の限度額を補正するもので、医療施設整備事業の限度

額３,１２０万円を２,９２０万円に、医療機器整備事業の限度額３,７６０万円を３,３２０万

 円に改めるものであります。

　第６条は、予算第７条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費を補正

するもので、第１号職員給与費の既決予定額４億１６５万６,０００円から２,４１７万４,０

 ００円を減額して３億７,７４８万２,０００円に改めるものであります。

　第７条は、予算第８条に定めた一般会計からの補助金「２億１,７７９万５,０００円」を

 「２億２,０９８万７,０００円」に改めるものであります。

　次に、１ページの実施計画並びに説明書の（１）収益的収入及び支出の支出から御説明いた

しますが、今回の補正につきましては、年度末における決算見込みに伴う増減調整が大半と

なっていることから、単に執行額が減額となったものにつきましては、簡略な説明になります

 ことを御理解賜りますようお願いいたします。

 　それでは、御説明いたします。

　１款病院事業費用１項医業費用１目給与費の２,４１７万４,０００円の減額補正のうち、１

０節賞与引当金繰入額１０万１,０００円の増額は、支給予定額の増によるものであり、２節

看護師給２１０万円の減額から次のページの１３節法定福利費引当金繰入額１０万６,０００
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 円の減額までは、決算見込みにより減額するものであります。

　なお、１１節報酬のうち会計年度任用職員報酬９００万円の減額は、主に欠員となっている

 看護助手に係る報酬でございます。

　また、１２節法定福利費のうち退職手当組合事前納付金２５６万円の減額は、組合の事前納

 付金制度が廃止となったことから皆減とするものであります。

　２目材料費１,５００万円の減額補正は、１節薬品費１,０００万円の減額から３節給食材料

費１００万円の減額まで、入院患者の減や新型コロナウイルスワクチンなどの予防接種者数の

 減などによる決算見込みにより減額するものであります。

　３目経費７１５万円の減額補正は、２節報償費１５万円の減額から１４節委託料５００万円

 の減額まで、決算見込みにより減額するものであります。

　なお、１４節委託料のうち医事業務等委託料２５０万円の減額は、主に委託職員の欠員によ

るものであり、その他委託料１５０万円の減額は、主にＸ線の画像読影件数の減などによるも

 のであります。

　次に、４目減価償却費１節建物減価償却費３万円の増額補正は、償却額の精査により増額す

 るものであります。

　次の６目研究研修費１節図書費１０万２,０００円の増額は、購入予定図書の増によるもの

 であり、２節旅費３０万円の減額は決算見込みにより減額するものであります。

 　次に、収入の御説明をいたしますので、１ページにお戻りください。

　収入の１款病院事業収益１項医業収益１目入院収益１節内科入院収益４,５７９万５,０００

 円の減額補正は、入院患者数の減によるものであります。

　次の、３目その他医業収益１,１２６万１,０００円の減額補正は、新型コロナウイルスワク

 チンなどの予防接種者数の減などにより減額するものであります。

　次の２項医業外収益１目他会計補助金１節一般会計補助金３１９万２,０００円の増額補正

は、主に前年度の入院患者数の増に伴う交付税算入分の増と、退職手当に要する経費の減を加

味したものであり、２目負担金交付金１節一般会計負担金１６万２,０００円の減額補正は、

 前年度に借入れした起債の償還額確定に伴い減額するものであります。

　次の３項特別利益１目１節ともその他特別利益１００万円の増額補正は、寄附金の増額によ

 るものであります。

 　次に、資本的収入及び支出について御説明いたしますので、３ページを御覧ください。

 　支出から説明いたします。

　１款資本的支出１項建設改良費１目建設費１節改築工事費１６７万２,０００円の減額補

正、及び２目資産購入費２節車両購入費７５万２,０００円の減額補正は、決算見込みにより

 減額するものであります。

　次に、収入の１款資本的収入１項１目１節とも企業債の６４０万円の減額補正は、施設整備

 等に係る金額確定により減額するものであります。

　次の３項１目とも他会計繰入金１節一般会計繰入金１６５万２,０００円の増額補正は、資

産購入に係る経費の一部が起債の対象外となったことから、建設改良費の一部として増額補正

 するものであります。

　次に４ページの２．キャッシュ・フロー計算書から９ページまでの３．給与費明細書の説明

は省略させていただき、１０ページの４．令和６年度歌志内市病院事業予定貸借対照表につき

 まして、御説明いたします。

　御提案した補正予算の結果、１１ページの７．剰余金の（２）欠損金、ロの当年度純損失
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は、当初予算と比べ１,４２３万１,０００円増の９,３９９万８,０００円となり、欠損金合計

 は８億８,７６０万５,０００円となる見込みでございます。

　以上、議案第１３号令和６年度歌志内市病院事業会計補正予算（第４号）について御提案申

 し上げました。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（本田加津子君）　佐渡建設課長。 

○建設課長（佐渡憲博君）　それでは、私のほうから、議案第１４号令和６年度歌志内市下水

道事業会計補正予算（第１号）について御提案申し上げ、その内容について御説明いたしま

 す。

 　第１条は省略いたしまして、第２条から申し上げます。

　第２条は、予算第２条に定めた業務の予定量を補正するもので、第２号中、年間有収水量の

既決予定量２８万立方メートルに２万立方メートルを増して３０万立方メートルに改め、第３

号、主な建設改良事業中、汚水管渠補修３００万円を皆減し、ゼロ円に改めるものでありま

 す。

　第３条は、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を補正するもので、収入では第

１款下水道事業収益の既決予定額２億５,０９２万３,０００円に１１３万１,０００円を増額

して、２億５,２０５万４,０００円に改めようとするもので、その内訳は、第１項営業収益の

既決予定額に１,２８７万９,０００円を増額して７,２１８万４,０００円に、第２項営業外収

益の既決予定額から１,２３４万８,０００円を減額して、１億７,９２７万円に、第３項に特

 別利益を新たに設け、６０万円を増額して改めるものであります。

　支出は、第１款下水道事業費用の既決予定額２億５,８０９万８,０００円に８０５万４,０

００円を増額して、２億６,６１５万２,０００円に改めようとするもので、その内訳は、第１

項営業費用の既決予定額から４６６万８,０００円を減額して、２億２,９９９万９,０００円

に、第２項営業外費用の既決予定額から１,２８５万１,０００円を減額して、１,０２０万３,

０００円に、第４項に特別損失を新たに設け、２,５５７万３,０００円を増額して２,５５７

 万３,０００円に改めるものであります。

　第４条は、予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を補正するものでありますが、

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額６,８１５万５,０００円は、当年度分消費税及

び地方消費税資本的収支調整額８２万３,０００円及び当年度分損益勘定留保資金６,７３３万

 ２,０００円で補塡するものといたします。

　収入では、第１款資本的収入の既決予定額６９０万２,０００円に３６７万６,０００円を増

額して、１,０５７万８,０００円に改めようとするもので、その内訳は第１項企業債の既決予

定額に１４９万９,０００円を増額して８４０万円に、第３項に他会計出資金を新たに設け、

 ２１７万７,０００円を増額して２１７万７,０００円に改めるものであります。

　支出は、第１款資本的支出の既決予定額９,３９０万２,０００円から１,５１６万９,０００

円を減額して７,８７３万３,０００円に改めようとするもので、その内訳は、第１項建設改良

費の既決予定額から１,４９４万４,０００円を減額して９０５万２,０００円に、第２項企業

債償還金の既決予定額から２２万５,０００円を減額して６,８７７万５,０００円に改めるも

 のであります。

　第５条は、予算第６条に定めた企業債の限度額を補正するもので、公共下水道事業に係る流

域下水道事業債の限度額を６９０万１,０００円うち繰越明許５０万３,０００円から、８４０

 万円うち繰越明許４０万円に改めるものであります。

　第６条は、予算第８条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費を補正
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するもので、第１号職員給与費の既決予定額１,１１５万３,０００円から３５３万３,０００

 円を減額して７６２万円に改めるものであります。

　第７条は、予算第９条に定めた一般会計からの補助金を「１億１,４００万円」から１,２８

 １万７,０００円を減額して「１億１１８万３,０００円」に改めるものであります。

　次に、実施計画並びに説明書の収益的収入及び支出の支出から御説明いたしますので、１

 ページを御覧願います。

 　支出。

　１款下水道事業費用１項営業費用２目総係費１節給料１０６万２,０００円の減から２ペー

ジに参りまして、４節法定福利費７４万８,０００円の減、及び１３節その他引当金繰入額の

うち法定福利費引当金繰入額１０万２,０００円の減額補正までは、昨年４月１日付の下水道

事業担当職員の人事異動による減のほか、人事院勧告に係る給与改定に伴う増の増減によるも

 のであります。

　次に１０節委託料６８万２,０００円の増は、当初下水道事業経営戦略支援業務を４条予算

の委託料に計上しておりましたが、３条予算に組み替えるとともに、下水道事業会計事務支援

及び公営企業会計運用支援業務、１１節中空知広域水道企業団への負担金は決算見込みにより

 増減するものであります。

　次に、１３節その他引当金繰入額のうち貸倒引当金繰入額の１万６,０００円の増は、令和

７年度末に貸倒れとなる見込みの令和２年度分下水道使用料を令和６年度末に引き当てるた

 め、新たに設けるものであります。

　次に、４目減価償却費７万５,０００円の増額補正は、当初予算の計上誤りによるもので、

１節有形固定資産減価償却費１,０００円、２節無形固定資産減価償却費７万４,０００円をそ

 れぞれ増額するものであります。

　次に、２項営業外費用１目支払利息及び企業債取扱諸費１節企業債利息１９万４,０００円

のうち、下水道使用料還付金２万４,０００円は科目誤りのため、３目雑支出２節その他雑支

出に科目移行するほか、市債償還金利子１７万円は決算見込みにより減額するものでありま

 す。

　次に、２目１節とも消費税及び地方消費税１,２７７万７,０００円の減額補正は、今般の決

 算見込みにより納付する消費税額となるよう減額するものであります。

　次に、３目雑支出１節貸倒損失９万６,０００円の増額補正は、今年度末に貸倒れとなる見

 込みの令和元年度分下水道使用料を新たに設けるものであります。

　次に、４項特別損失１目１節とも過年度損益修正損２,５５７万３,０００円の増額補正は、

令和５年度の減価償却費に係る償却額を誤って少なく償却していたことが判明したことから、

 更正のため増額するものであります。

 　次に、収入の説明をいたしますので、１ページへお戻り願います。

 　収入。

　１款下水道事業収益１項営業収益１目１節とも下水道使用料１,２８７万９,０００円の増額

 補正は、令和６年１２月までの実績を基に決算見込額を算出し増額するものであります。

　次に、２項営業外収益２目１節とも他会計補助金１,２８１万７,０００円の減額補正は、当

初予算の一般会計からの総額から１,０１７万１,０００円減額するとともに、４目１節とも他

会計負担金を新たに設け、企業債利子の基準内償還相当額に対する繰入れとして４６万９,０

００円、４条予算の他会計出資金を新たに設け、２１７万７,０００円をそれぞれ組み替える

 ものであります。
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　次に、３項特別利益１目１節とも過年度損益修正益６０万円の増額補正は、令和４年度に借

入れした企業債６０万円につきまして、令和５年４月の企業会計移行時に前貸分と本貸分を重

 複登録していたことが判明したことから、更正のため新たに設けるものであります。

 　次に、資本的収入及び支出の支出から御説明いたしますので、３ページをお開き願います。

 　支出。

　１款資本的支出１項建設改良費１目管渠建設改良費１節旅費８万円の減から、３節委託料の

調査設計委託料５００万円の減につきましては、決算見込みにより皆減するものであり、下水

道事業経営戦略改定支援は先ほど御説明したとおり、３条予算に組み替えるため皆減するもの

 であります。

　次に、２目１節とも流域下水道建設費負担金５２万８,０００円の増額補正は、石狩川流域

 下水道に係る北海道実施の建設工事費用の増により増額するものであります。

　次に、２項企業債償還金１目企業債元金償還金１節建設改良費２２万５,０００円の減額補

 正は、決算見込みによるものであります。

　次に、収入の１款資本的収入１項１目とも企業債１節建設改良債１０９万９,０００円の増

額補正は、支出の流域下水道建設費負担金に係る企業債借入額の増、２節建設改良債（繰越明

 許）４０万円は、当初予算計上漏れのため科目を新たに設け補正するものであります。

　次に、３項１目１節とも他会計出資金２１７万７,０００円の増額補正は、企業債元金の基

準内償還相当額に対する繰入れとして科目を新たに設け、３条予算の他会計補助金から組み替

 えるものであります。

　次に、予定キャッシュ・フロー計算書を御説明いたしますので、４ページをお開き願いま

 す。

　こちらの書類は、令和６年度１年間における資金の流入と流出を業務活動、投資活動、財務

活動の三つに区分し記録した会計処理となっており、１、業務活動によるキャッシュ・フロー

の次に記載している当年度純利益は△１,４９０万１,０００円となっていますので、令和６年

 度は１,４９０万１,０００円の純損失の見込みとなります。

　また、資料下から２段目の資金期首残高、令和６年４月１日現在の現金預金は１億５２６万

８,０００円でしたが、令和７年３月末には１億３,２０４万３,０００円となる見込みであり

 ます。

　次に、５ページから１０ページの給与明細書の説明を省略させていただき、予定貸借対照表

 につきまして御説明いたしますので、１２ページをお開き願います。

　予定貸借対照表の下から４段目、利益剰余金は令和５年度決算における純利益である前年度

繰越利益剰余金８,３１６万４,０００円から予定キャッシュ・フロー計算書で御説明した令和

６年度末の純損失１,４９０万１,０００円を差し引いた６,８２６万３,０００円となる見込み

 であります。

 　以上、御提案申し上げますので、よろしくお願いいたします。

○議長（本田加津子君）　これより、議案第１０号令和６年度歌志内市一般会計補正予算（第

 １０号）について質疑に入ります。

 　質疑ありませんか。

 　松井敬道さん。

○４番（松井敬道君）　１点質問いたします。 

　２０ページなのですけれども、歳出の２款総務費１項総務管理費２目企画費の説明欄の地域

おこし協力隊事業（観光情報発信）の旅費ですが、４８万５,０００円、当初予算に比べまし
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て８３.３％減額しております。報酬も未採用や退職などによりまして、当初予算に比べまし

て４１.８％減額していると思いますが、旅費の減額率は報酬の約２倍となっております。そ

 の理由について伺います。

○議長（本田加津子君）　東所副市長。 

○副市長（東所勝則君）　観光情報発信の地域おこし協力隊の旅費の関係ですけれども、これ

は１名採用できていなかったというところが一番大きな要因になるのですけれども、通常新規

採用した場合には、初任者研修という事業がございまして、東京のほうに行って研修を受ける

というようなことがございまして、それを当初から３人分を見ていたということがございまし

たので、その部分、実際には１名が最終的には採用できなかったと。１名は採用したのですけ

れども、行くタイミングがなく行けなかったという部分で、大きな減額になったということで

 ございます。

○議長（本田加津子君）　松井敬道さん。 

○４番（松井敬道君）　分かりました。 

 　コロナ禍でもないのに旅費の減額率が非常に大きいなと思いました。

　それで、協力隊員が希望する研修や会議に出張を認めないなど、必要以上に減額しているこ

とがないのか、また、その出張を認めないことがあった場合は、協力隊員にその旨きちんと説

 明しているのか伺います。

○議長（本田加津子君）　東所副市長。 

○副市長（東所勝則君）　基本的には、協力隊員の希望に沿うように、求められた出張等につ

いては認めることにしておりますけれども、内容につきまして、行くタイミングだとか、そう

 いったことも含めまして、協力隊員と相談しながら進めているということでございます。

○４番（松井敬道君）　説明はしているということですね。 

 　分かりました。結構です。

○議長（本田加津子君）　ほかに質疑ありませんか。 

 　〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 　これより討論に入ります。

 　討論ありませんか。

 　〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　討論なしと認め、討論を終わります。 

 　これより、議案第１０号について採決をいたします。

 　ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。

 　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　御異議なしと認めます。 

 　したがって、議案第１０号は、原案のとおり可決されました。

　これより、議案第１１号令和６年度歌志内市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につ

 いて質疑に入ります。

 　質疑ありませんか。

 　〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 　これより討論に入ります。

 　討論ありませんか。
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 　〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　討論なしと認め、討論を終わります。 

 　これより、議案第１１号について採決をいたします。

 　ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

 　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　御異議なしと認めます。 

 　したがって、議案第１１号は、原案のとおり可決されました。

　これより、議案第１２号令和６年度歌志内市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）に

 ついて質疑に入ります。

 　質疑ありませんか。

 　〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 　これより討論に入ります。

 　討論ありませんか。

 　〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　討論なしと認め、討論を終わります。 

 　これより、議案第１２号について採決をいたします。

 　ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

 　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　御異議なしと認めます。 

 　したがって、議案第１２号は、原案のとおり可決されました。

　これより、議案第１３号令和６年度歌志内市病院事業会計補正予算（第４号）について質疑

 に入ります。

 　質疑ありませんか。

 　〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 　これより討論に入ります。

 　討論ありませんか。

 　〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　討論なしと認め、討論を終わります。 

 　これより、議案第１３号について採決をいたします。

 　ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

 　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　御異議なしと認めます。 

 　したがって、議案第１３号は、原案のとおり可決されました。

　これより、議案第１４号令和６年度歌志内市下水道事業会計補正予算（第１号）について質

 疑に入ります。

 　質疑ありませんか。

 　〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 　これより討論に入ります。

 　討論ありませんか。
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 　〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　討論なしと認め、討論を終わります。 

 　これより、議案第１４号について採決をいたします。

 　ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

 　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　御異議なしと認めます。 

 　したがって、議案第１４号は、原案のとおり可決されました。

 

議案第１５号から議案第１９号まで 

 

○議長（本田加津子君）　日程第１９　議案第１５号より日程第２３　議案第１９号までを一

 括議題といたします。

 　この件について、一括提案理由の説明を求めます。

 　柴田市長。

○市長（柴田一孔君）　－登壇－ 

 　議案第１５号から議案第１９号まで、提案させていただきたいと思います。

　令和７年度歌志内市各会計歳入歳出予算につきまして、会計別にその概要を御説明いたしま

 す。

　１．予算の総額は、一般会計５４億７,０００万円、国民健康保険特別会計８,６７０万円、

後期高齢者医療特別会計８,１９０万円、合計５６億３,８６０万円。病院事業会計８億５００

 万円、下水道事業会計３億６,３００万円。総計６８億６６０万円であります。

　一般会計及び特別会計の合計は、前年度当初に比べ７億３,８９０万円、１５.１％の増であ

ります。また、病院事業会計及び下水道事業会計を含めた総計では、前年度当初に比べ７億

 ５,９９０万円、１２.６％の増であります。

 　２．一般会計につきまして御説明いたします。

　本年度の予算編成は、歌志内市総合計画の後期基本計画も最終年度となり、これまでの結果

を踏まえ、目標の達成に向けた具体的な施策を展開するとともに、事業の取組の精度を高める

必要があると考え、人口減少や少子高齢化、物価高騰対策など喫緊の課題を考慮しながら、限

られた財源を効率的、効果的に活用し、地域経済の活性化や市内事業者への支援の継続、観

光、医療福祉や消防救急体制の整備、住環境・教育環境の整備などの充実強化を図り、「市民

が主役のまちづくり」を信条に「住みたいまち、次世代に誇れるまち」の実現を目指すことと

 いたしました。

　「市民と協働で創るまち」として、多くの市民と直接の対話を進めるため、町内会連合会と

の情報交換会や歌志内学園児童・生徒と市長が語る会、ふれあい市長室などの開催により、行

政情報の提供、市民ニーズの把握に努めるほか、行政協力費や地域づくり活動補助金等の町内

会・自治会への支援、国の計画に基づく情報システムの標準化により行政運営の効率化を図る

とともに、行政手続のオンライン化により、戸籍窓口における住民票をはじめとする各種証明

 書の電子申請による電子決済の導入など、住民の利便性の向上に取り組んでまいります。

　次に、「活力と魅力あふれるまち」として、人口減少を抑制するべく、道内外でのＰＲ活動

や福祉関連事業従事者移住支援金などの各種助成の継続、移住定住の施策を引き続き推進する

ほか、イベントや団体、プレミアム付商品券発行事業の支援の継続、市内事業者の設備整備や

改修、創業に対する補助金の継続、「炭鉄港」の取組として、悲別ロマン座前広場の改修や指
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定管理者による道の駅附帯施設のリニューアルオープンなど、地域経済及び市民生活の活性化

 を図ります。

　次に、「健康で心ふれあうまち」として、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けら

れるように、新たな取組としてＩＣＴを活用したまちづくり支援プラットフォームを導入し、

見守り、地域情報の発信、地域コミュニケーションの創出を図るほか、インフルエンザや新型

コロナワクチンなどの接種費用の助成や、帯状疱疹ワクチンの助成費用を引き上げ重症化の予

 防と経済的な負担の軽減を図ります。

　また、１８歳までの医療費無料化の継続、認定こども園における幼児教育の充実、子育て用

品レンタル費用補助事業の対象品目の一部見直し、乳幼児期に必要となる子育て用品の購入費

補助事業の実施、市立病院の医療機器更新など、子育て環境や地域医療の充実を図るほか、高

齢者を対象としたエアコン購入及び設置費用への一部助成、市内移動の支援など、誰もが住み

慣れた地域で生きがいのある生活が送れるよう、介護や福祉に係る各種サービスの継続、充実

 を図り、市民の「健幸寿命の延伸」を目指します。

　次に、「安心して快適に暮らせるまち」として、コンパクトなまちづくりを推進しながら、

市営住宅や道路、橋梁などの必要な補修・改修を行うなど、長寿命化を図り、将来的な財政負

担を抑制するほか、河川のしゅんせつや護岸改修、防犯灯のＬＥＤ化、除排雪対策や防災資機

材の整備を行うほか、「歌志内市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」に基づき、脱炭素

 社会を目指した取組を進め、市民生活の安全・安心の確保に努めます。

　次に、「豊かな心を育む教育と文化のまち」として、子育て世帯への経済的負担軽減を図る

ため、児童・生徒の給食費無料化や修学旅行費全額助成、高等学校等就学支援金の支給など各

種支援策を引き続き実施するほか、１人１台端末の更新や、ＩＣＴ支援員を引き続き配置し学

 校内でのＩＣＴ環境の充実を図ります。

　また、昨年に引き続き、教職員住宅として校長用住宅の建設、義務教育学校のグラウンド整

備や教材園の拡張、コミュニティセンターの冷房系統の改修のほか、児童センター等一元化施

設建設の推進により、子どもの居場所づくりや市民の地域交流の場として、誰もが居心地のよ

 い時間を過ごせる施設の運営を目指します。

　これらの取組を進めるため、予算総額は５４億７,０００万円、前年度当初に比べ７億４,０

 ００万円、１５.６％の増となりました。

　以下、歳出につきましては、各会計予算資料８ページ、第４表「一般会計歳出予算款別性質

 別分析表」により、また、歳入につきましては、款別にそれぞれ御説明をいたします。

○議長（本田加津子君）　ここで１０分間ほど、説明の途中ですが休憩に入ります。 

午後　２時０５分　休憩 

──────────────── 

午後　２時１２分　再開 

○議長（本田加津子君）　休憩を解いて、会議を再開いたします。 

 　柴田市長、お願いします。

○市長（柴田一孔君）　－登壇－ 

　予算総額は５４億７,０００万円、前年度当初に比べ７億４,０００万円、１５.６％の増と

 なりました。

　以下、歳出につきましては、各会計予算資料８ページ、第４表「一般会計歳出予算款別性質

 別分析表」により、また、歳入につきましては、款別にそれぞれ御説明をいたします。

　（１）人件費は１１億１３０万３,０００円で、総額の２０.１％、前年度当初よりも６,０
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４０万円の増であり、主な要因は、人事院勧告における俸給表の引上げ改定による職員給２,

７９３万８,０００円や会計年度任用職員報酬の増による委員等報酬２,３４４万７,０００円

 の増であります。

　主な内容は、議員報酬３,７３０万１,０００円、委員等報酬１億４,６８６万円、市長等特

別職給与３,３０６万２,０００円、職員給６億４,９５９万９,０００円、共済組合等納付金１

 億５,１３２万５,０００円、退職手当組合納付金６,５８２万３,０００円であります。

　（２）物件費は９億７４０万３,０００円で、総額の１６.６％、前年度当初より２億３,０

２３万７,０００円、３４％の増で、主な要因は、情報システムの標準化や電算システムの保

守、整備委託料など１億６１３万９,０００円、ガバメントクラウド利用料４,２３２万円、地

 域コミュニティ環境整備委託料２,２０５万円の増などであります。

　主な内容は、需用費１億３,９８２万１,０００円、役務費８,２４５万６,０００円、委託料

 ５億５,６５８万２,０００円であります。

　（３）維持補修費は７,２４０万５,０００円で、総額の１.３％、前年度当初より２６２万

 ６,０００円、３.８％の増であります。

　（４）扶助費は６億８,７４９万３,０００円で、総額の１２.６％、前年度当初より３,９７

 ７万２,０００円、６.１％の増であります。

　この主な要因は、障害者福祉サービス給付事業１,５１０万３,０００円、児童手当１,３９

 ２万円の増などであります。

　主な内容は、障害者福祉サービス給付事業３億１,４３９万８,０００円、医療福祉助成事業

１,６２８万円、老人福祉施設措置費７,３９３万９,０００円、生活保護事業２億２３４万５,

０００円、児童手当２,８２６万円、児童福祉サービス給付事業１,５２０万３,０００円であ

 ります。

　（５）補助費等は４億２,７８３万２,０００円で、総額の７.８％を占め、前年度当初より

 １,４５７万８,０００円、３.５％の増であります。

　この主な要因は、社会福祉協議会７７４万５,０００円、空知中部広域連合７５２万３,００

 ０円の補助金の増などによるものでございます。

　補助費等の内訳は、負担金・寄附金２億４,６５４万２,０００円、補助・交付金１億５,５

１６万６,０００円、その他（報償費等含む）２,６１２万４,０００円であります。 

　なお、明細につきましては、各会計予算資料１０ページ、第５表「各会計負担金補助及び交

 付金調」に記載しております。

　（６）普通建設事業費は１３億９,５３６万８,０００円で、総額の２５.５％を占め、前年

 度当初より４億１,３５３万円、４２.１％の増であります。

　この主な要因は、児童センター等一元化施設新築１０億１,７７４万３,０００円、同工事管

理委託料１,２４６万７,０００円、備品購入費２,９６７万３,０００円の増などによるもので

 ございます。

　補助事業は１１億９,８５６万８,０００円で、主なものは、森林環境保全整備事業３,０９

２万２,０００円、市営住宅屋上防水・外壁塗装６,５９５万８,０００円、児童センター等一

 元化施設建設１０億３,０２１万円、教職員住宅新築２,９７５万円。

　単独事業は１億９,６８０万円で、主なものは、施設改修事業補助（チロルの湯改修）４,８

９５万円、ロマン座改修事業１,３５９万７,０００円、住宅改修事業（内部改修等）２,０４

９万３,０００円、コミュニティセンター外調機冷房系統改修１,５８２万９,０００円、児童

 センター等一元化施設備品購入費２,９６７万３,０００円であります。
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　なお、明細につきましては、各会計予算資料２０ページ、第６表「各会計事業費調」に記載

 しております。

 　（７）災害復旧事業費は４０万円で、応急対策費及び一般災害復旧費を計上しております。

　（８）公債費は３億７,４７５万円で、総額の６.９％を占め、前年度当初より３,５８７万

 円、８.７％の減であります。

　（９）積立金は１,２６７万７,０００円、前年度当初より１７４万２,０００円、１５.９％

の増で、明細につきましては、各会計予算資料２３ページ、第７表「積立金調」に記載してお

 ります。

　（１０）投資及び出資金は６２３万８,０００円、前年度当初より１７万８,０００円、２.

９％の増で、明細につきましては、各会計予算資料２３ページ、第８表「投資及び出資金調」

 に記載しております。

　（１１）貸付金は３,２２２万円で、前年度当初と同額で、明細につきましては、各会計予

 算資料２４ページ、第９表「貸付金調」に記載しております。

　（１２）繰出金は４億４,０５３万７,０００円で、総額の８.１％を占め、前年度当初より

１,５６７万３,０００円、３.７％の増であり、この主な要因は、病院事業会計繰出金２,０５

 ６万３,０００円の増などによるものであります。

　明細につきましては、各会計予算資料２４ページ、第１０表「繰出金調」に記載していま

 す。

 　（１３）予備費は、１,１３７万４,０００円を計上しております。

　以上で歳出の説明を終わりまして、次に歳入につきまして、各会計予算資料１ページ、第１

 表「各会計歳入歳出予算款別前年度対比表」により御説明をいたします。

　（１）自主財源である市税は１億８,８３２万５,０００円で、総額の３.４％を占め、前年

 度当初より１,８４８万４,０００円、１０.９％の増であります。

　明細につきましては、各会計予算資料５ページ、第２表「市税予算前年度対比表」に記載し

ておりますが、主な内訳といたしまして、市民税は９,５２７万７,０００円で、前年度当初よ

り１,０６５万７,０００円、１２.６％の増であります。個人市民税は７,５６８万８,０００

 円で、前年度当初より２５３万７,０００円の増、法人市民税は８１２万円の増であります。

　固定資産税は５,７３１万２,０００円、前年度当初より６３９万１,０００円、１２.６％の

 増であります。

　軽自動車税は７７９万１,０００円、前年度当初より２８万４,０００円、３.８％の増であ

 ります。

　市たばこ税は１,９５４万６,０００円で、前年度当初より９２万５,０００円、５％の増で

 あります。

 　鉱産税は１６０万円で、前年度と同額であります。

　入湯税は６７９万９,０００円で、前年度当初より２２万７,０００円、３.５％の増であり

 ます。

　（２）地方譲与税は１,９８７万２,０００円、前年度当初より４万４,０００円、０.２％の

 減で、地方財政計画等を勘案して計上しております。

 　（３）利子割交付金は１７万円、前年度当初より１１万円、１８３.３％の増であります。

 　（４）配当割交付金は６７万円で、前年度当初より１８万円、３６.７％の増であります。

　（５）株式等譲渡所得割交付金は１１０万円で、前年度当初より４２万円、６１.８％の増

 であります。
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　（６）法人事業税交付金は３６０万円で、前年度当初より２０万円、５.９％の増であり、

 地方財政計画等を勘案して計上しております。

　（７）地方消費税交付金は７,１７０万円で、前年度当初より４０万円、０.６％の減であり

 ます。

　（８）環境性能割交付金は１９０万円で、前年度当初より３０万円、１８.８％の増であり

 ます。

　（９）地方特例交付金は１９万円で、前年度当初より７４０万円、９７.５％の減で、この

 主な要因は、定額減税に伴う個人住民税減収分補塡の減であります。

　（１０）地方交付税は２５億８,０００万円で、総額の４７.２％を占め、前年度当初より１

億円、４.０％の増となっております。内訳は、普通交付税が１９億５,０００万円で、前年度

当初より１億円の増、特別交付税は６億３,０００万円で、前年度同額とし、地方財政計画や

 交付実績などを勘案して計上しております。

 　（１１）交通安全対策特別交付金は、科目設置として１,０００円を計上しております。

　（１２）分担金及び負担金は６,５０２万５,０００円で、前年度当初より６７６万５,００

０円、１１.６％の増で、この主な要因は、一般廃棄物処理負担金５２４万５,０００円の増な

 どであります。

　（１３）使用料及び手数料は１億７,１６８万５,０００円、総額の３.１％を占め、前年度

当初より６９９万５,０００円、３.９％の減で、この主な要因は、改良住宅などの住宅使用料

 ５３８万９,０００円の減などであります。

　主なものは、住宅使用料１億５,１６３万１,０００円、駐車場使用料３３３万２,０００

 円、ごみ処理手数料８４６万３,０００円であります。

　（１４）国庫支出金は８億３,３９５万６,０００円で、総額の１５.３％を占め、前年度当

初より１億４,１２９万５,０００円、２０.４％の増であります。この主な要因は、障害者自

立支援給付費負担金７５４万３,０００円、地方公共団体情報システムの標準化・共通化に係

 るデジタル基盤改革支援補助金１億３７６万２,０００円の増などであります。

　負担金の主なものは、障害者自立支援給付費負担金１億５,７９８万６,０００円、生活保護

 費負担金１億５,１６０万８,０００円、児童手当負担金２,３４７万６,０００円。

　補助金の主なものは、デジタル基盤改革支援補助金１億４６７万５,０００円、都市構造再

編集中支援事業補助金２億２３８万円、二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金５,１７３万５,

 ０００円。

　委託金の主なものは、社会福祉費委託金１４６万７,０００円であります。 

　（１５）道支出金は１億９,６６４万４,０００円で、前年度当初より６１１万６,０００

円、３.２％の増であります。この主な要因は、障害者自立支援給付費負担金３７７万２,００

０円、参議院議員選挙費委託金７８６万７,０００円の増のほか、林業費補助金５７１万６,０

 ００円の減などであります。

　負担金の主なものは、障害者自立支援給付費負担金７,８９９万３,０００円、生活保護費負

 担金１,２１０万７,０００円、保険基盤安定等負担金２,４９１万７,０００円。

　補助金の主なものは、新エネルギー設備導入支援事業費補助金１,４７７万８,０００円、社

会福祉施設整備費補助金１,５５５万９,０００円、森林環境保全整備事業費補助金６１５万

 円。

　委託金の主なものは、参議院議員選挙費委託金７８６万７,０００円、駐車公園清掃業務委

 託金６７１万円、徴税費委託金３１６万５,０００円。
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 　交付金の主なものは、権限移譲事務費交付金１３万１,０００円であります。

　（１６）財産収入は２,９８４万９,０００円で、前年度当初より１,４７７万７,０００円、

９８％の増であり、この主な要因は、赤平市に所有する市有林の立木売払収入１,５１０万３,

 ０００円の増であります。

 　主なものは、土地貸付収入３８０万５,０００円、立木売払収入２,０００万円であります。

　（１７）寄附金は６００万３,０００円で、前年度決算見込額を勘案して計上しておりま

 す。

　（１８）繰入金は３億８,４３７万２,０００円で、前年度当初より７,５６９万８,０００

円、２４.５％の増であり、この主な要因は、財政調整基金繰入金５,０００万円の増と、公共

 施設等整備基金繰入金２,０００万円の増などであります。

　内訳は、財政調整基金繰入金１億３,０００万円、歌志内ふるさと応援基金繰入金１,２００

万円、過疎地域持続的発展特別事業基金繰入金４,８９７万９,０００円、敷金基金繰入金２３

 ９万３,０００円、公共施設等整備基金繰入金１億８,０００万円であります。

 　（１９）繰越金は３,０００万円で、前年度決算見込額を勘案して計上しております。

　（２０）諸収入は２億１,５５３万８,０００円で、総額の３.９％を占め、前年度当初より

４０９万４,０００円、１.９％の増であり、この主な要因は、次世代自動車振興センター補助

 金４００万円の増などであります。

　主なものは、貸付金元利収入３,０２４万１,０００円、うち、中小企業振興保証融資貸付金

元金収入３,０００万円、介護サービス収入２,９７６万６,０００円、地域支援事業収入６,９

０７万６,０００円、雑入７,３０４万２,０００円、そのうち、中空知広域水道企業団負担金

６３１万６,０００円、中・北空知廃棄物処理広域連合負担金４,１０８万２,０００円、中・

 北空知廃棄物処理広域連合人件費負担金９６２万２,０００円であります。

　（２１）市債は６億６,９４０万円で、総額の１２.２％を占め、前年度当初より３億８,６

４０万円、１３６.５％の増であり、この主な要因は、児童センター等一元化施設整備事業債

３億３,７００万円の増、過疎地域持続的発展特別事業債４,４００万円の皆増などでありま

 す。

　市債区分は、総務債、過疎地域持続的発展特別事業債４,４００万円、教職員住宅建設事業

債１,１００万円。土木債、河川改修事業債として４００万円。消防債、防災設備整備債４４

０万円。教育債、児童センター等一元化施設整備事業債５億９,５００万円、コミュニティセ

 ンター外調機改修事業債１,１００万円であります。

　３．次に、国民健康保険特別会計につきまして御説明いたします。 

　この会計の予算総額は８,６７０万円で、前年度当初に比べ５０万円、０.６％の減でありま

 す。

　歳出につきましては、各会計予算資料７ページ、第３表「各会計歳出予算性質別前年度対比

 表」の２により、また歳入につきましては款別に御説明をいたします。

 　人件費は９８２万５,０００円、物件費は１２８万１,０００円であります。

　補助費等は７,５０７万５,０００円で、総額の８６.６％を占めており、この主な内容は医

 療費、後期高齢者支援金等の空知中部広域連合負担金であります。

　このほか、公債費１,０００円、積立金１,０００円、予備費５１万７,０００円を計上して

 おります。

　次に、歳入につきまして、各会計予算資料３ページ、第１表の２により御説明をいたしま

 す。
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　国民健康保険税は２,６４１万２,０００円で、総額の３０.４％を占めており、これは国民

健康保険に要する費用に充てるための医療給付費分１,９４８万７,０００円、後期高齢者医療

制度の財源を支援する後期高齢者支援金分５２４万円及び介護納付金の納付に要する費用に充

てるための第２号被保険者の属する世帯に賦課する介護納付金分１６８万５,０００円であり

 ます。

　繰入金は４,４４４万９,０００円で、総額の５１.３％を占めており、この内訳は保険基盤

 安定負担金分、財政安定化支援事業分及び広域連合共通経費分等であります。

 　繰越金は１,０００円を計上しております。

　諸収入は１,５８３万８,０００円で、前年度当初より１０５万６,０００円の減で、特別調

 整交付金等の減によるものであります。

　４．次に、後期高齢者医療特別会計につきまして御説明いたします。 

　この会計の予算総額は８,１９０万円で、前年度当初より６０万円、０.７％の減でありま

 す。

　歳出につきましては、各会計予算資料７ページ、第３表の３により、また、歳入につきまし

 ては款別に御説明いたします。

 　人件費は６１５万４,０００円、物件費は９５万９,０００円であります。

　補助費等は７,４６１万円で、総額の９１.１％を占めており、この主な内容は、保険料、人

 件費等の北海道後期高齢者医療広域連合負担金であります。

 　このほか、公債費１,０００円、予備費１７万６,０００円を計上しております。

　次に、歳入につきましては、各会計予算資料４ページ、第１表の３により御説明いたしま

 す。

　広域連合が決定する保険料を７５歳以上及び６５歳以上７５歳未満の障害認定を受けた被保

険者から徴収する、後期高齢者医療保険料は４,８７２万８,０００円で、総額の５９.５％を

 占めております。

　繰入金は３,２７６万４,０００円で、総額の４０.０％を占めており、この内訳は、保険基

 盤安定負担金分、広域連合共通経費分等であります。

 　繰越金は１,０００円を計上しております。

 　諸収入は４０万７,０００円を計上しております。

 　５．次に、病院事業会計につきまして御説明いたします。

　初めに、予算第２条に定めた業務の予定量につきまして御説明いたします。 

　本年度の年間患者数は２万８,２８０人で、内訳は、入院患者数が１万８,２５０人、外来患

 者数が１万３０人であります。

 　次に、予算第３条に定めた収益的収入及び支出につきまして御説明いたします。

　収入予定額は６億４,２１２万１,０００円、支出予定額は７億２,９８３万６,０００円で、

収支予定額を項目別に見ますと、収入では、医業収益３億９,３８１万８,０００円、医業外収

 益２億４,８３０万３,０００円を計上いたしました。

　一方、支出では、医業費用７億２,０６３万８,０００円、医業外費用８９９万８,０００

 円、特別損失１０万円、予備費１０万円を計上しております。

 　次に、予算第４条に定めた資本的収入及び支出につきまして御説明いたします。

　収入予定額は５,１６１万４,０００円で、この内訳は、企業債３,２９０万円、出資金１,８

 ３５万２,０００円、他会計繰入金３６万２,０００円であります。

　支出予定額は７,５１６万４,０００円で、この内訳は、建設改良費３,３６２万４,０００
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 円、企業債償還金４,１５４万円であります。

　資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２,３５５万円につきましては、過年度分損

 益勘定留保資金で補塡するものであります。

　次に、貸借対照表につきまして御説明いたします。 

　本年度末における資産の総額は１０億３,４５６万７,０００円であり、負債は５億４,１２

６万２,０００円、資本は４億９,３３０万５,０００円で、負債資本の合計は１０億３,４５６

 万７,０００円であります。

　予定キャッシュ・フロー計算書につきましては、業務活動では６,２９２万９,０００円の減

額、投資活動では３,４５４万７,０００円の減額、財務活動では９７１万２,０００円の増額

となり、資金減少額は総額で８,７７６万４,０００円となる予定で、資金期首残高は５億３,

８２０万４,０００円と見込んでおりますので、資金期末残高は４億５,０４４万円となる予定

 であります。

　以上の結果、本年度は当初予算から９,５７７万２,０００円の純損失が予定され、令和６年

度末における累積欠損金が８億８,７６０万５,０００円見込まれておりますので、令和７年度

末における累積欠損金は９億８,３３７万７,０００円になる予定であり、前年度に引き続き厳

 しい病院事業の経営となります。

　６．次に、下水道事業会計につきまして御説明いたします。 

 　初めに、予算第２条に定めた業務の予定量につきまして御説明いたします。

　処理区域面積は２９５ヘクタールであり、既に供用済みの面積であります。年間有収水量に

おいては３０万トンを予定しております。主な建設改良事業は、公共下水道建設３００万円

 と、下水道台帳のデジタル化１,３００万円を予定しております。

 　次に、予算第３条に定めた収益的収入及び支出につきまして御説明いたします。

　収入予定額は２億８,８２８万３,０００円、支出予定額は２億８,５５０万円で、収支予定

額を項目別に見ますと、収入では、営業収益７,２１８万３,０００円、営業外収益２億１,６

 １０万円を計上いたしました。

　一方、支出では、営業費用２億７,５４１万５,０００円、営業外費用９９７万１,０００

 円、予備費１１万４,０００円を計上しております。

 　次に、予算第４条に定めた資本的収入及び支出につきまして御説明いたします。

　収入予定額は１,５８０万８,０００円で、この内訳は、企業債５９０万円、他会計出資金３

 ４０万８,０００円、国庫補助金６５０万円であります。

 　支出予定額は７,７５０万円で、この内訳は、建設改良費２,２８６万５,０００円……

○議長（本田加津子君）　ここで、暫時休憩します。（黙祷） 

午後　２時４５分　休憩 

──────────────── 

午後　２時４７分　再開 

○議長（本田加津子君）　休憩を解いて、会議を再開いたします。 

 　柴田市長、お願いします。

○市長（柴田一孔君）　－登壇－ 

 　それでは、続けさせていただきます。

　一方、支出では、営業費用２億７,５４１万５,０００円、営業外費用９９７万１,０００

 円、予備費１１万４,０００円を計上しております。

 　次に、予算第４条に定めた資本的収入及び支出につきまして御説明いたします。
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　収入予定額は１,５８０万８,０００円で、この内訳は、企業債５９０万円、他会計出資金３

 ４０万８,０００円、国庫補助金６５０万円であります。

　支出予定額は７,７５０万円で、この内訳は、建設改良費２,２８６万５,０００円、企業債

 償還金５,４０１万４,０００円、予備費６２万１,０００円であります。

　資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額６,１６９万２,０００円につきましては、当

年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２０８万円、当年度分損益勘定留保資金５,９

 ６１万２,０００円で補塡するものであります。

 　次に、予定貸借対照表につきまして御説明いたします。

　本年度末における資産の総額は３２億８,６１９万６,０００円であり、負債は１６億３,７

６４万５,０００円、資本は１６億４,８５５万１,０００円で、負債資本の合計は３２億８,６

 １９万６,０００円であります。

　予定キャッシュ・フロー計算書につきましては、業務活動では１億９４５万９,０００円の

増額、投資活動では１,４２８万５,０００円の減額、財務活動では４,４７０万６,０００円の

減額となり、資金増加額は総額で５,０４６万８,０００円の増額となる予定であります。資金

期首残高は１億３,２０４万３,０００円と見込んでおりますので、資金期末残高は１億８,２

 ５１万１,０００円となる予定であります。

　以上の結果、本年度は当初予算で７０万３,０００円の純利益が予定され、令和６年度末に

おける剰余金が６,８２６万３,０００円ですので、令和７年度末における剰余金は６,８９６

万６,０００円になる予定でありますが、引き続き下水道事業の健全経営に努めてまいりま

 す。

　なお、お配りの歌志内市議会第１回定例会資料に、議案第１５号歌志内市一般会計予算に係

 る普通建設事業位置図を添付しておりますので、後ほど御参照のほどお願いをいたします。

　以上で、令和７年度における各会計の歳入・歳出の概要を申し上げましたが、御提案いたし

ました予算案につきまして、よろしく御理解を賜りますようお願い申し上げまして、説明に代

 えさせていただきます。ありがとうございました。

○議長（本田加津子君）　これより、議案第１５号より議案第１９号まで、一括質疑に入りま

 す。

 　質疑の際は、議案番号を述べてください。

 　質疑ありませんか。

 　〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 　お諮りいたします。

　議案第１５号より議案第１９号までについては、会議規則第３６条第１項の規定により、条

 例・予算等審査特別委員会に付託することにしたいと思います。

 　これに御異議ありませんか。

 　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　御異議なしと認めます。 

　したがって、議案第１５号より議案第１９号までは、条例・予算等審査特別委員会に付託す

 ることに決定いたしました。

 

委員会提出議案第２０号 
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○議長（本田加津子君）　日程第２４　委員会提出議案第２０号歌志内市議会の個人情報の保

 護に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

 　提案理由の説明を求めます。

 　議会運営委員会委員長、山崎瑞紀さん。

○議会運営委員会委員長（山崎瑞紀君）　－登壇－ 

　委員会提出議案第２０号歌志内市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例

 の制定について、御提案申し上げます。

　提案理由は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政

運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律（令和

６年法律第４６号）の施行により、引用する条項に繰下げが生じること等に伴い、所要の改正

 を行うものです。

 　次ページの本文に参ります。

 　歌志内市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例。

　歌志内市議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年条例第９号）の一部を次のように改

 正する。

　改正内容につきましては、資料と併せて御説明いたしますので、委員会提出議案資料の１

 ページを御覧願います。

　第２条及び第１２条表内の改正につきましては、情報通信技術の活用による行政手続等に係

る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基

本法等の一部を改正する法律の施行に伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律が改正され、同法第２条に新たに第８項が新設されたことから、引用

 条文を整理するものでございます。

　その他の改正につきましては、法律の表現に合わせるなど、所要の文言整理を行うものでご

 ざいます。

 　本文の附則に戻ります。

 　附則。

 　この条例は、令和７年４月１日から施行するものでございます。

 　以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（本田加津子君）　本件については、質疑及び討論を省略し、直ちに採決したいと思い

 ますが、これに御異議ありませんか。

 　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　御異議なしと認めます。 

 　本件は、質疑及び討論を省略し、直ちに採決することに決しました。

 　これより、委員会提出議案第２０号について採決をいたします。

 　ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

 　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君）　御異議なしと認めます。 

 　したがって、委員会提出議案第２０号は、原案のとおり可決されました。

 

散 会 宣 告 

 

○議長（本田加津子君）　以上で、本日の日程は全て終わりました。 
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 　本日は、これにて散会いたします。

 　大変御苦労さまでした。

 （午後　２時５６分　散会）　
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